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Ⅰ．法人の概要 

 

（１）基本情報 

 

① 法人の名称 

学校法人四国大学 

② 主たる事務所の住所、電話番号、ＦＡＸ番号、ホームページアドレス 

    住所：〒771-1192 徳島県徳島市応神町古川字戎子野 123-1 

    電話番号：088-665-1300 FAX番号：088-665-8037 

    ホームページアドレス：https://www.shikoku-u.ac.jp 

 

（２）建学の精神 

 

① 建学の精神 
 

「全人的自立」 

   知識・技術の修得とともに、人間的な成長を志向し、社会に貢献できる実践的な力を 

確立すること。 

 

② 教育指針 

本学では、一人ひとりの学生を大切にしたきめ細かな教育・指導を行っており、近年の高等

教育を取り巻く環境変化及び地域社会のニーズ等に鑑み、次の４項目を教育指針としている。 

 

また、すべての学部・学科において、ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方

針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）、アドミッション・ポリシー

（入学者受入の方針）を定め、教育の目標を明確にしている。 

 

【教育指針】 

◆  立派な社会人として自立できる人を育てる 

◆  知識を受け入れるだけでなく、自ら考え探究する人を育てる 

◆  学生と教職員や社会人との触れ合いを重視し、人間性豊かな人を育てる 

◆  幅広い視野をもち、社会・地域に貢献できる就業力に富む人を育てる 
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③ 教育目標（四国大学附属認定こども園） 

附属認定こども園では、一人ひとりの子どもを大切にし、個性豊かな想像力に富んだ人間の

育成を目指し、次の３項目を教育目標としている。 

 

【教育目標】 

◆ たくましい子 

     たくましい体とやりぬく心をもつ。自分の力で考えたり工夫したりする。 

◆ 豊かな心をもつ子 

     感動する心をもつ。思いやりのあるやさしい心をもつ。 

◆ 明るく元気な子 

     友達と一緒に力いっぱい遊ぶ。話を聞いて自己表現する。 

 

 

（３）学校法人の沿革 

 

① 学園のあゆみ 

本学の前身は、1925年に専門職業人としての「女性の自立」を掲げ、佐藤カツ（初代理事長・

故人）が創設した徳島洋服学校であり、以来 5.5万人を超える有為な人材を社会に送り出して

きた。その実績が高く評価され、自立できる実力を備えた人材を育成する高等教育機関の設置

をという社会の要請に応えて、1961年に短期大学を、1966年に四年制大学及び附属幼稚園を、

更に 1999年に大学院を開設した。その間 1992年には経営情報学部を増設し、四国大学と名称

を変更して全学共学体制をとるとともに、建学の精神を「全人的自立」へと昇華させた。 

その後、2009年には看護学部を増設し、2011年には高等教育機関創設 50周年を迎え「四国

大学開学 50周年記念式典」を挙行した。さらに、2012年 12月には看護学研究科の設置認可を

受け、2013年度からは大学院４研究科、文学部３学科、経営情報学部２学科、生活科学部２学

科１課程、看護学部１学科及び短期大学部４学科２専攻を擁する総合大学として、発展・充実

を続けており、2021年に高等教育機関創設 60周年、2025年には学園創立 100周年を迎える。 

また、附属幼稚園は開園 50周年を迎えた 2016年度に乳児から小学校就学前の子どもまでの

子育てを総合的に支援する幼保連携型認定こども園に移行した。 

 

② 沿革 
 

年号 西暦 月 事  項 

大正 14 1925 9 徳島洋服学校創設（徳島市北山路町天神社下（現：東山手町１丁目）） 

昭和 18 1943 4 徳島洋服学校を徳島服装女学校に名称変更 

昭和 19 1944 3 戦争により一時休校 

昭和 24 1949 4 徳島服装女学校として復興（徳島県知事より再認可） 

理事長 佐藤カツ、校長 佐藤久子 
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年号 西暦 月 事  項 

昭和 25 1950 7 学校法人徳服学園設置認可 

昭和 36 1961 4 徳島家政短期大学開学（徳島市仲之町）理事長 佐藤カツ 
  

4 徳島家政短期大学家政科設置 

昭和 38 1963 4 徳島家政短期大学を四国女子短期大学に名称変更 
  

4 四国女子短期大学文科設置 
  

4 徳島服装女学校を徳服文化学院に名称変更 
  

9 徳島市応神町古川へキャンパス移転開始 

昭和 39 1964 4 四国女子短期大学幼児教育科設置、文科国語専攻、同英語専攻設置 

昭和 41 1966 4 四国女子大学開学 
  

4 四国女子大学家政学部家政学科設置（徳島市応神町古川） 
  

4 四国女子短期大学附属幼稚園設置 

昭和 42 1967 4 四国女子短期大学家政科に家政専攻、食物栄養専攻設置 
  

10 学校法人徳服学園を学校法人四国女子学園に名称変更 
  

10 徳服文化学院を四国文化服装学院に名称変更 

昭和 43 1968 4 四国女子大学家政学部児童学科、管理栄養士養成課程設置、四国女子短期大

学音楽科、家政科家政経済専攻設置 

昭和 44 1969 4 四国女子短期大学家政科服飾デザイン専攻設置 

昭和 45 1970 3 古川キャンパスに移転完了 
  

4 四国女子大学家政学部児童学専攻、児童教育専攻設置 

昭和 47 1972 4 四国女子大学文学部国語国文学科、英語英米文学科設置 
  

4 四国女子短期大学初等教育専攻、幼児教育専攻設置 

昭和 48 1973 4 四国女子短期大学附属幼稚園を四国女子大学附属幼稚園に名称変更 

昭和 49 1974 4 四国女子大学家政学部被服学科設置 

昭和 53 1978 4 四国女子短期大学を四国女子大学短期大学部に名称変更 

昭和 56 1981 3 アメリカ合衆国 サギノーバレー州立大学と姉妹校提携締結 
  

4 四国文化服装学院を四国文化デザイン専門学校に名称変更 
  

11 開学 20周年記念式典挙行 

昭和 60 1985 10 書道研究センター開設 

平成元 1989 1 四国女子大学情報処理教育センター開設 
  

4 四国女子大学短期大学部生活科学科生活福祉専攻設置 

平成 4 1992 3 開学 30周年記念式典挙行 
  

4 学校法人四国女子学園を学校法人四国大学に名称変更 
  

4 四国女子大学を四国大学に、四国女子大学短期大学部を四国大学短期大学部

に名称変更し、男女共学とする 
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年号 西暦 月 事  項 

平成 4 1992 4 四国大学経営情報学部経営情報学科設置 
  

4 四国女子大学附属幼稚園を四国大学附属幼稚園に名称変更 

平成 7 1995 4 四国大学附属経営情報研究所開設 

平成 8 1996 1 アメリカ合衆国 サギノーバレー州立大学及びイギリス ウルバーハンプ

トン大学との間で三姉妹校提携締結 

平成 9 1997 3 財団法人大学基準協会維持会員校に四国大学が加盟・登録 

平成 11 1999 4 四国大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻（修士課程）設置 

平成 13 2001 4 四国大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻（博士課程）設置 
  

4 四国大学文学部書道文化学科、経営情報学部情報学科、生活科学部養護保健

学科設置、四国大学短期大学部ビジネス・コミュニケーション科設置 
  

11 学園創立 75周年記念式典挙行 

平成 14 2002 4 生涯学習センター開設 

平成 15 2003 4 四国大学大学院文学研究科日本文学・書道文化専攻（修士課程）、同英語文

化専攻（修士課程）設置、四国大学生活科学部生活科学専攻科養護保健学専

攻、同児童学専攻設置 
  

4 四国大学附属言語文化研究所開設 

平成 18 2006 4 四国大学大学院人間生活科学研究科人間生活科学専攻（修士課程）設置 

平成 19 2007 3 四国大学文学研究科と中国浙江省浙江大学中国芸術研究所との学術協定書

締結 
  

3 財団法人大学基準協会の大学基準に適合と認定、財団法人短期大学基準協会

の短期大学評価基準に適格と認定 
  

4 四国大学附属人間生活科学研究所及び四国大学附属看護学研究所開設 

平成 21 2009 4 四国大学看護学部看護学科設置 
  

4 看護研修センター開設、学修支援センター開設 
  

10 ワールドプラザ開設 

平成 23 2011 10 開学 50周年記念式典挙行 
  

11 中国湖南省 湘潭大学と学術・教育交流に関する協定締結 

平成 25 2013 4 四国大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）設置 
  

10 保健管理センター開設 

平成 26 2014 3 公益財団法人大学基準協会の大学基準に適合と認定、一般財団法人短期大学

基準協会の短期大学評価基準に適格と認定 
  

3 全学共通教育センター開設 
  

10 地域教育・連携センター開設 

平成 27 2015 5 四国大学しらさぎ球技場竣工 
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年号 西暦 月 事  項 

平成 28 2016 3 台湾 銘伝大学と学術交流に関する協定締結 
  

4 四国大学附属幼稚園を四国大学附属認定こども園に移行 

平成 29 2017 3 四国大学全学共通・地域教育センター竣工、四国大学国際寮竣工 
  

6 四国大学附属新あわ学研究所開設 

平成 30 2018 1 日ノ上陸上競技練習場竣工 

平成 31 2019 4 スポーツ健康館竣工 

令和元 2019 12 中国 湖南財政経済学院と一般協定の覚書締結、オーストラリア サンシャ

インコースト大学と協定締結、キルギス共和国 ビシケク国立大学と学術交

流協定締結 

令和 2 2020 2 ニュージーランド リンカーン大学と学術交流協定締結 
  

4 附属５研究所の統合による四国大学学際融合研究所開設 
  

9 オーストラリア サザンクイーンズランド大学と協定締結、ニュージーラン

ド マッシー大学と学術交流協定締結 
  

10 しらさぎセミナーハウス竣工 

令和 3 2021 1 韓国 烏山（オサン）大学校と学術研究交流及び学生交流協定締結 

  3 公益財団法人大学基準協会の大学基準に適合と認定、一般財団法人大学・短

期大学基準協会の短期大学評価基準に適格と認定 

  3 フィリピン サンカルロス大学と学術研究交流及び学生交流協定締結 

  7 台湾 大葉大学と学術研究交流及び学生交流協定締結 

  10 オーストラリア サザンクロス大学と DDP プログラム及びスタディアブロ

ード協定締結 

令和 4 2022 3 四国大学交流プラザ「TAG-RI-BA（タグリバ）」開設 
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（４）設置する学校・学部・学科等 

 

四国大学 

  所在地 徳島市応神町古川字戎子野 123-1 

  学 長 松重和美 

 

〇四国大学大学院 

研究科  専 攻  課 程 

文学研究科 
日本文学・書道文化専攻 修士課程 

国際文化専攻  修士課程 

経営情報学研究科 経営情報学専攻 
博士前期課程 

博士後期課程 

人間生活科学研究科 人間生活科学専攻 修士課程 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 

 

○四国大学   

学 部   学科等  

文学部 日本文学科、書道文化学科、国際文化学科  

経営情報学部  経営情報学科、メディア情報学科  

生活科学部 人間生活科学科、管理栄養士養成課程、児童学科 

看護学部 看護学科  

 

四国大学短期大学部 

  所在地 徳島市応神町古川字戎子野 123-1 

  学 長 松重和美 

 

〇四国大学短期大学部  

  

学科・専攻  

ビジネス・コミュニケーション科 

人間健康科 食物栄養専攻、介護福祉専攻 

幼児教育保育科 

音楽科 

 

四国大学附属認定こども園 

  所在地 徳島市応神町古川字戎子野 182-4 

  園 長 沼田久視子 



7 

（５）学校・学部・学科等の学生数の状況 

 

〇大学院／大学／短期大学部                 （令和３年５月１日現在） 

学校名／研究科 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

四国大学大学院 

文学研究科 10  5  20  9  

経営情報学研究科 

（博士前期課程） 
15  4  30  10  

経営情報学研究科 

（博士後期課程） 
3  0  9  1  

人間生活科学研究科 10  7  20  16  

看護学研究科 8  9  16  17  

計 46  25  95  53  

学校名／学部・学科等 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

四国大学 

文学部 115  99  482  470  

経営情報学部 145  180  554  650  

生活科学部 220  239  948  945  

看護学部 100  112  410  416  

計 580  630  2,394  2,481  

四国大学 

短期大学部 

ビジネス・コミュニケーシ

ョン科 
80  76  140  167  

人間健康科 食物栄養専攻 35  26  75  52  

人間健康科 介護福祉専攻 35  25  75  66  

幼児教育保育科 70  33  150  105  

音楽科 20  12  40  41  

計 240  172  480  431  

 

〇附属認定こども園                     （令和３年５月１日現在） 

 利用定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

１号認定 70     22  20  26  

２号認定 110     38  39  40  

３号認定（１歳以上） 70   36  40     

３号認定（１歳未満） 30  13       

    計 280  13  36  40  60  59  66  
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（６）収容定員充足率 

（毎年度５月１日現在） 

学校名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

四国大学大学院 41.1 %  52.6 %  51.6 %  55.8 %  55.8 %  

四国大学 94.1 %  97.6 %  100.3 %  102.3 %  103.6 %  

四国大学短期大学部 84.0 %  84.6 %  81.3 %  89.0 %  89.8 %  

四国大学附属認定こども園 97.9 %  93.6 %  96.8 %  100.4 %  97.9 %  

 

 

（７）役員の概要 

 

理事定員数 ６人以上８人以内                  （令和３年５月１日現在） 

氏名 就任年月日 常勤／非常勤 主な現職等 

佐藤 一郎 1989/10/26 常 勤 学校法人四国大学理事長 

松重 和美 2013/4/1 常 勤 四国大学長、四国大学短期大学部学長 

川本 幸彦 2010/4/1 常 勤 四国大学副学長、四国大学短期大学部副学長 

佐野 義行 2019/4/1 常 勤 四国大学事務局長、法人事務局長 

佐藤 幸雄 2010/11/2 非常勤 元学校法人四国大学法人事務部長 

髙畑富士子 2019/11/2 非常勤 株式会社ときわ代表取締役社長 

山本 光憲 2013/11/5 常 勤 学校法人四国大学副理事長、四国大学企画監 

 

 

監事定員数 ２人以上３人以内                  （令和３年５月１日現在） 

氏名 就任年月日 常勤／非常勤 主な現職等 

佐藤  勉 2013/11/5 非常勤 公益財団法人徳島県文化振興財団理事長 

村上 光明 2019/11/2 非常勤 元学校法人四国大学法人事務部長 
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〇役員賠償責任保険契約の状況 

 

理事会決議により令和２年４月１日から加入した私大協役員賠償責任保険について、令和３年４

月１日から１年間を保険期間として、契約を更新した。 

 

１．団体契約者 日本私立大学協会 

２．被保険者 記名法人 学校法人四国大学 

個人被保険者 理事・監事、評議員 

３．補償内容  

（１） 役員（個人被保険者）に関する補償 法律上の損害賠償金、争訟費用等 

（２） 記名法人に関する補償 法人内調査費用、第三者委員会設置・活動費用等 

４．支払い対象とならない主な場合（職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置） 

法律違反に起因する対象事由等 

 

 

（８）評議員の概要 

 

定員数 14人以上 18人以内                   （令和３年５月１日現在） 

氏名 就任年月日 主な現職等 

阿部 曜子 2018/4/1 四国大学文学部長 

長沼 次郎 2021/4/1 四国大学経営情報学部長 

高橋 啓子 2021/4/1 四国大学生活科学部長 

小川 佳代 2020/4/1 四国大学看護学部長 

武田 章秀 2013/4/1 四国大学短期大学部部長 

木原 容子 2000/2/29 元四国大学附属幼稚園教諭 

西宇 明美 2010/11/2 徳島県警察本部嘱託職員 

森   泉 2016/11/2 英会話塾経営 

佐藤 一郎 2002/5/9 学校法人四国大学理事長 

松重 和美 2013/4/1 四国大学長、四国大学短期大学部学長 

小出 雄一 2007/11/2 社会福祉法人四国大学福祉会監事 

佐野 義行 2019/4/1 四国大学事務局長、法人事務局長 

川本 幸彦 2010/4/1 四国大学副学長、四国大学短期大学部副学長 

上田 喜博 2019/11/2 元四国大学短期大学部教授 

佐藤 幸雄 2010/11/2 元学校法人四国大学法人事務部長 

山本 光憲 2013/11/2 学校法人四国大学副理事長、四国大学企画監 
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（９）教職員の概要 

（令和３年５月１日現在） 

 教育職員

（専任） 

教育職員 

(非常勤) 
事務職員 

平均年齢 

(専任教員) 

平均年齢 

(事務職員) 

平均年齢 

（合計） 

法人本部 ―  ―  7  ―  47.1  47.1  

四国大学 131  119  107  52.5  47.1  50.1  

四国大学短期大学部 41  32  21  50.7  39.8  47.0  

学内共同教育研究施設 8  0  0  43.5  ―  43.5  

四国大学附属認定こども園 45  ―  9  34.5  46.3  36.5  

合計 225  151  144  48.2  46.0  47.4  

注：大学の専任教育職員には、学長及び副学長を含む。 

 

  大学院、大学及び短期大学の各設置基準にそれぞれ定める数の教員を配置するとともに、各学

部・学科等の教育研究上の目的に沿った授業が実施できるよう適正な教員配置を行っている。ま

た、幼保連携型認定こども園の学級編制、職員、設備及び運営に関する基準に定める数の保育教

諭を配置するとともに、健全な教育・保育が実施できるよう適正な保育教諭の配置を行っている。 

 

（10）管理運営の概要 

 

① ガバナンス 

   法人の意思決定機関として理事会を置き、諮問機関として評議員会を置いている。また、教

学に係る全学的重要事項を審議、決定するとともに連絡調整を行う機関として評議会が置かれ

ており、理事長、学長、副理事長、副学長、各学部長、短期大学部部長、事務局長は評議員会

及び評議会双方の構成員である。以上により、本学の管理運営体制は法人組織と教学組織が緊

密な連携を保ちながら情報の共有を図るとともに、時代の変化に即応し、よりよい教育が実現

できるよう柔軟な調整と迅速な決断が可能なものとなっている。 

   また、「学校法人四国大学ガバナンス・コード」を制定し、公共性を高める自主的・自律的な

ガバナンスの確保に努め、建学の精神に基づく人材育成を通じて、社会の発展に寄与すること

としている。 

② 自己点検・評価 

   四国大学は、公益財団法人大学基準協会による 2020（令和２）年度大学評価（認証評価）を

受けた結果、大学基準に適合していると認定された。また、四国大学短期大学部は、一般財団

法人大学・短期大学基準協会による 2020（令和２）年度短期大学認証評価の結果、適格と認定

された。 

本学では、この認証評価結果を踏まえ、今後も高等教育機関としての社会的責任と使命を果

たすため、教育研究活動の一層の改善・充実に取り組む。 
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③ 危機管理（防災対策・新型コロナウイルス感染症への対応） 

   大地震・津波及び新型コロナウイルス感染症等の発生後においても大学経営上の重要業務を

中断させない、または中断しても可能な限り短期間で復旧させるための方針・体制・手順等を

示した「学校法人四国大学業務継続計画（BCP）」及び「新型コロナウイルス感染症に係る業務

継続計画（BCP）」を策定するとともに、必要に応じて改定を行い危機管理対策に努めている。 

④ 新型コロナワクチン大学拠点接種の実施 

  大学関係者へのコロナワクチンの早期接種に向けて、厚生労働省及び文部科学省が進める職

域接種（大学拠点接種）に申請・実施した。学内においては、コロナワクチン集団接種の適正

かつ円滑な実施に向け、学長を本部長とする「コロナワクチン接種推進本部」を設置するとと

もに、看護学部教員、事務職員及び徳島県看護協会等の協力を得た推進体制を構築し、６月 29

日以降、17日間にわたり接種を実施した。 

接種においては、本学の学生、教職員及びその家族、関係委託業者等を対象としたほか、大

学拠点接種の趣旨に則り、地域貢献の観点から地域の教育関係者等にも拡大し、徳島県内のワ

クチン接種の促進に協力する方針で実施した。接種人数は延べ 6,945人。 

⑤ 情報公開 

   学校教育法施行規則及び大学設置基準等により公開が義務付けられている教育情報について

は、毎年度更新し、本学ホームページにて公開している。 

 ⑥ ＤＸキャンパスの整備と業務効率化 

四国大学 DX 推進計画に基づき、情報戦略推進本部及び情報教育センターを中心に学内にお

けるデジタル環境の整備を進めた。学内 Wi-Fiの新システムの運用を開始したほか、ペーパー

レスシステムの本格運用、テレワークに係る環境整備など、DXキャンパスの整備に係る取組を

順次実施し、業務効率化や印刷コストの削減に努めている。 

 ⑦ 現有資産の活用 

徳島市川内町鶴島の土地の一部を民間太陽光発電事業者に賃貸し、賃貸料収入を得ているこ

とに加え、古川キャンパスの各施設や四国大学交流プラザ、鶴島運動場のしらさぎ球技場やし

らさぎセミナーハウス等の施設・設備について、教育活動に支障のない範囲で外部団体等への

貸出を進め、地域との連携を深めるほか、資産の有効な活用策について検討を進めた。 

特に、令和２年度から外部委託による運用を開始した交流プラザについては、大規模なリニ

ューアルを実施し、地域との交流拠点としての機能を充実させたスタディカフェテリア「TAG-

RI-BA（タグリバ）」として、積極的な利用促進・広報活動を実施し、施設の活性化と学生確保

に資する大学広報媒体としての有効活用を図っている。 

 ⑧ 学納金等の改定 

令和３年度から学納金の改定を行い、消費税増税分である２％程度の増額を行った。 

本改定についてはスライド制を適用し、原則として当該年度入学生をはじめとする全学年を

対象とした。 
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 ⑨ 学園創立 100周年記念事業の推進 

   令和７年（2025年）に学校法人四国大学が学園創立 100周年を迎えることから、周年事業の

意義と目的を明確にし、学園の存在意義をあらためて地域社会に向けて発信する。令和３年度

は、記念事業のコンセプトや事業実施体制、今後のスケジュールなど事業の全体像について取

りまとめたほか、実行委員会の設置準備、事業実施チームの設置、100 周年事業のロゴマーク

及びスローガンの検討等、事業の具体化を進めた。 
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Ⅱ．事業の概要 

 

あらゆる分野において大きな変革の機会をもたらし、価値観の変化と新たなニーズを創出した新

型コロナウイルスの流行は、収束の気配が見えつつも、依然として社会・経済活動に大きな影響を

与えている。少子化、特に大学運営に直接関係する 18 歳人口は、現在の 114 万人から令和 22 年

（2040年）には、約 88 万人に減少すると推計され、高等教育機関を取り巻く環境は一層厳しさを

増している。こうした状況においても、早急かつ適切に対応するとともに、新たな四国大学像の形

成に向けて、中長期的な視点で大学運営に取り組むことが必要となる。 

このため、本法人では前計画である「大学改革ビジョン 2011」の成果と経験を基盤とし、個性輝

く地方の私学として地域において存在感のある学園となることを目指して、第２期中期計画として

平成 29 年度から５カ年にわたる「大学改革ビジョン 2017」を策定した。５カ年計画の最終年度と

なる令和３年度は、改革の総仕上げとして当該計画が目標に掲げる、①大学経営を安定させ持続的

発展を図るための学生確保 ②新しい時代に合った教育内容・方法の改善と研究活動の活性化 ③

多様な学生ニーズに応える学習環境の提供 ④学生の適性・能力に応じた就職支援の充実 ⑤地域

社会との共生及び国際化の推進の達成に向け、全学を挙げて各事業を推進した。 

 

（１）主な教育・研究の概要 

 

〇卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

本学は建学の精神「全人的自立」を基に、社会で活躍するための基礎となる次に示す知識と実

践力を身に付けて、本学の各学位プログラムの課程を修め、学則に定める単位を修得した者に学

位を授与します。 

 

１．社会人基礎力 

社会人として自立するために必要な基礎的・基本的な力 

２．自己教育力 

自己の向上のため、意欲を持って取り組み、技術や方法を身に付け、社会において絶えず

努力する力 

３．人間・社会関係力 

社会において他者と協調するとともに、積極的に社会を支える力 

４．専門的知識・技能の活用力 

専攻する分野における基本的な知識・技能を体系的に修得し、それらを社会で活用する力 

５．就業力 

確かな職業観、勤労観を基に、社会人、職業人として自立する力 
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〇教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

本学では、各学科・専攻の人材養成の目的及び学位授与の方針に掲げる知識・技能などを修得

させるために、全学共通科目、専門科目及びその他の必要とする科目を体系的に編成し、講義、

演習、実習を適切に組み合わせた授業を開講します。 

各学科・専攻（コース）等のカリキュラムを体系的に示すカリキュラムマップを作成し、学び

の流れを分かりやすく明示します。 

教育内容、教育方法、学修成果の評価については次のように定めます。 

 

教育内容 

（１）全学共通教育 

   全学共通教育は、大学・短期大学生としての教養を身に付け、基礎的な知識・技術を学ぶ

ことにより、コミュニケーション力や基礎学力を確実に向上させ、専門教育に向けての基盤

作りとなるものです。 

    全学共通科目は、四国大学スタンダード基礎科目、初年次・基礎教育科目、キャリア科目、

教養科目、地域連携科目及びグローバル関連科目の６つの科目区分で編成されており、大学

は 30単位以上、短期大学は 12単位以上修得することとなっています。 

（２）専門教育 

   専門教育は、各学科・専攻のディプロマ・ポリシーに掲げる知識・能力を修得するため、

専門分野の教育内容を順序性を持って体系的に学べるよう編成されています。また、全ての

学科・専攻において、授業科目の順序や科目の関連性を表すカリキュラムマップを作成して

履修の手引としています。 

（３）免許・資格取得のための教育 

    これからの社会での活躍においては、免許や国家資格及び一定の評価を得ている民間資格

が有効かつ職種によっては必要不可欠であり、将来の進路を決めるものでもあります。 

    このため、教員免許や国家資格等を円滑に取得できるカリキュラムが編成されています。 

    また、知識の幅を拡げたり、多様な関心や目的を達成するため、他の学科等の授業科目の

中から自由に選択履修し、一定数を卒業単位に組み入れる自由科目制度を設けています。 

（４）四国大学スタンダード 

    四国大学スタンダードは、本学学生が授業や課外活動など学生生活全般を通して確実に身

に付けてほしい３つの力「社会人基礎力」、「自己教育力」、「人間・社会関係力」を核とし、

これらを実現するための手段として「日本語による表現力」と「情報処理技術力」を加えて

構成されています。 

    それぞれの力を付けるため、全学共通科目にスタンダード関係科目を配置するとともに専

門科目の一部の科目を指定し、学生は在学期間を通じて修得できるよう編成されています。 

（５）キャリア教育、地域教育 

    キャリア教育は、社会人・職業人としての基礎力を育てる科目と職業意識の形成や職業適

性の確認などのためのインターンシップ科目で編成されています。また、専門科目もキャリ
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ア教育の視点からの教育内容が多く含まれています。 

    地域教育では、これからの地域社会で地域創生を担うために身に付けることが必要なもの

を体系的に整理して「四国大学地域教育プログラム」を作成しています。このプログラムは、

大学と地域社会の関係者が協力・協働して地域の課題解決のための知識や技術を身に付ける

ことを目指しており、全学共通科目の地域教育分野、専門科目の地域志向型科目及び自由科

目の中の学生の自主的活動を評価する科目で編成されています。 

（６）語学教育（英語、中国語、韓国語、日本語教育） 

    国際社会において必要な語学力と知識を養い、異文化でのコミュニケーション力を養成す

ることを目的として編成されています。また、英語以外に中国語、韓国語の授業も開設して

います。さらに、外国人留学生のための日本語教育では、確実な日本語能力を付けられるよ

う授業科目が編成されています。 

 

教育方法 

（１）講義、演習、実習 

    全学共通科目及び専門科目では、教育内容や学生の理解度に合わせて講義科目、演習科目、

実験・実習科目の組み合わせにより教育を行います。 

    特に、臨地実習は指導教員と臨地指導者から助言・指導を受けながら学修を深めることと

なっています。 

（２）カリキュラムマップ 

    全ての学科・専攻及びコースごとにカリキュラムマップを作成し、提供することにしてい

ます。カリキュラムマップは教育課程全体を俯瞰し、科目を学修していく順序、科目と科目

の関連性や内容の順序性を表したもので、学修効果が期待できます。 

（３）アクティブラーニング 

    主体的な学びの力を高めるため、グループワーク、ディスカッション、プレゼンテーショ

ンなどを取り入れたアクティブラーニング形式の授業を積極的に取り入れ、学生が能動的に

授業と関わることで、教育内容をより深く理解し、知識の定着やスキルの育成が行われます。 

（４）自己教育力シート（自己の成長を記録） 

    四国大学スタンダードの「自己教育力」は、特定の授業だけで身に付けるものではなく、

在学中の学生生活の多様な活動を通じて、また、指導者や評価者との関わりの中で身に付け

ていく力です。 

    本学では、学生一人ひとりのために大学のコンピュータ上に学修履歴を記録できるポート

フォリオ（自己教育力シート）を作り、授業科目、正課外活動、ボランティア活動、大学行

事への参加等を記録し、チューターと情報共有を図る中で成長を続けます。 

    最終的には、卒業年次のゼミ担当教員により総合評価が行われ、自己教育力がより確かな

ものと自覚できることとなります。 
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教育評価 

（１）学修成果の評価方法 

    学修成果の評価方法は、科目ごとのシラバスにおいて具体的に示しています。シラバスで

は各授業科目の到達目標を示し、予め定められた成績評価方法により試験等を行い、科目到

達度の評価が行われます。 

（２）学修の到達度と評価 

    本学学則に定める単位を修得した者には、卒業が認定されます。 

    卒業に必要な単位は、全学共通科目及び所属学科の専門科目（専門必修科目、専門選択科

目）を履修して修得します。 

    学位の授与は、卒業要件単位と各学科のディプロマ・ポリシーに掲げる能力、資質を総合

的に判断して行われます。 

 

〇入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー） 

四国大学 

本学は教育を大切にする大学として、建学の精神「全人的自立」に基づき、知識・技術の修得

とともに人間的な成長を志向し、地域や社会に貢献できる実践的な力を備えた人材育成を目指し

ています。 

このため、入学生には次のような人物を期待しています。 

 

１．将来の夢を持ち、その夢に向かって頑張ろうと思っている人。 

２．自分の持つ能力を、社会で十分に発揮して活躍したいと思っている人。 

３．いろいろな知識を学び、免許・資格を取ってそれを活用したいと思っている人。 

４．分からないこと、未知なことに興味を持ち、その本質を知りたいと思っている人。 

５．大学生活の中で多様な経験をし、いろいろな人と交流して自分を高めたいと思っている人。 

 

四国大学短期大学部 

短期大学部では、各学科・専攻に係る専門的な知識や技術の修得に加え、幅広い教養と豊かな

人間性を身に付け社会で即戦力として活躍できる人材を養成します。 

このため、それぞれの分野において、真摯に学修に励み、社会で活躍したいと考える学生を受

け入れます。 
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１   教育改革 ― 教学の個性化・発展充実 ― 

 

教育改革プログラム 2020 の円滑な実施に努めるとともに、新しい時代に合ったカリキュラム開発や

教育方法の改善、教育評価システムの見直しなどの教育改革に全学体制で取り組み、教育研究機能の強化と質

保証に努めた。 

 

① カリキュラムの検証・改善 －「教育改革プログラム 2020」－ 

令和２年度からスタートした新カリキュラム「教育改革プログラム 2020」が令和３年度末で

２年目を終えることから、各学科・専攻所属の専任教員を対象に専門科目の中間評価を実施し

た。前年度から実施している全学共通科目の評価結果との比較検証を行い、現行カリキュラム

の改善・充実を図るとともに、次期カリキュラム改正の基礎資料として活用を図る。 

新カリキュラム及び教育改革に関する各取組については、「教育改革プログラム 2020」パン

フレットを令和３年度版として改定するとともに本学ホームページに掲載し、新入生及び教職

員への周知を図った。 

② 社会ニーズに対応した教育の展開 

令和４年度の管理栄養士養成課程から健康栄養学科への学科名称の変更に合わせ、当該学科

を３コース制（栄養マネジメント・スポーツ栄養・フードデザイン）とし、学生のニーズに合

わせたカリキュラムを配置した。文学部の日本語教員養成課程及び四国で初となる生活科学部

児童学科の認定絵本士養成、国の AI戦略に基づき令和３年度に開設した「数理・データサイエ

ンス・AI教育プログラム」など、各学部学科等が実施する特長的な教育プログラムについては、

絶えず検証を行い、学生の教育指導に適切に取り組むとともに必要に応じて改善を図った。ま

た、令和４年度から短期大学部幼児教育保育科で実施する２つの新規プログラム（国際保育者

養成・特別支援学校教諭免許取得）の円滑な開始に向けて準備を進めた。 

③ ３ポリシーに基づく教育活動の効果測定 

３ポリシーに基づく人材養成ができているかを検証するため、教育改革推進委員会での検討

結果を基にアセスメントポリシーを策定し、機関レベル・教育課程レベル・科目レベルにおい

て、入学前・入学時、在学中、卒業時・卒業後の検証・評価項目を策定した。令和３年度は、

機関レベル・教育課程レベルにおいて、それぞれに設定したベンチマークを基準に令和２年度

データを用いて評価・検証を実施した。機関レベルの評価結果では、前年度から３項目で達成

度が上がっており、改善等を行った成果が表れている。また、教育課程レベルについても学科・

専攻毎に評価検証を実施し、課題や改善点の洗い出しを行った。機関レベルの評価結果につい

ては、各検証・評価項目に関する説明とともに、評価に用いたデータ及び検証・評価結果を本

学ホームページに掲載し、学内外へ情報の公表を行った。 
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④ アクティブラーニングの推進とナンバリング及びルーブリックの活用 

令和３年度に実施した「アクティブラーニング現状調査」では、前期 93.9％、後期 94.9％の

教員がアクティブラーニングを活用した授業を展開している。調査結果では同時に、密を避け

る等のコロナ対応、施設・設備面の不具合、合理的配慮が必要な学生への対応など、アクティ

ブラーニングの導入が難しい現状についての意見もあった。 

また、履修要綱に掲載しているカリキュラムツリー内の科目にナンバリングを付すことによ

り、各学科・専攻のディプロマ・ポリシーに基づく卒業までに身に付けるべき能力と各科目と

の関連性が明確化され、系統立てた科目履修が可能となっている。 

ルーブリックは、前年度から 16科目増の 210科目で活用され、各科目の到達目標、到達状況

を学生と教員が共通理解のもとで学習を進められるようになっており、学習の到達度を測るた

めの評価方法として、その活用を進めている。 

⑤ 大学院の充実に向けた取組 

教育改革推進委員会大学院部会において、魅力ある大学院を実現するための項目を検討・整

理し策定した大学院充実に向けた行動計画表に基づき、令和３年度も全学を挙げて大学院の充

実・活性化に向けた取組を行った。 

看護学研究科において、令和４年度から「高等学校教諭専修免許状（看護）」の取得を可能と

したほか、大学院各研究科への外国人留学生の受入れを充実させるため「外国人留学生特別支

援プログラム」及び「特別入学試験」の制度を創設し、積極的受入れを開始した。社会人につ

いても、地方公共団体等職域推薦制度における受入対象地域を徳島県内から全国に拡大したほ

か、「社会人キャリアアップ教育プログラム」の検討を開始し、受入れ促進を図る。 

⑥ 学生支援のための教職協働の推進 

教務委員会の下部組織として、教職協働作業部会を設置し、教職協働による学生の健全な修

学並びに卒業及び免許・資格取得を支援する方策を実施している。各学科・専攻に所属する全

教員に対しては、各期の履修登録終了後及び成績確定後に教務情報（履修情報、成績、GPA、卒

業(見込)及び資格取得(見込)判定）の提供を行い、履修指導に活用した。また、学生の再試験

料の支払いについて、コンビニ払い及びクレジット決済を可能としたことにより、学生の再試

験手続きのオンライン化が完了するなど、教務事務の効率化及び学生の利便性の向上を図った。

なお、前年同様に教員（非常勤を含む）に対しては、学生指導・学修支援に活用してもらうた

め、manaba courseの使用方法や遠隔授業対応のための Zoom研修会、教務データの活用方法等

に関する研修会を実施した。 

 ⑦ 教職教育センターの設置 

   全学的な観点から教職課程の編成と円滑な運営を図るとともに、教職課程の点検・評価及び

改革・改善を推進し、教職課程の質の保証・向上に資することを目的に「教職教育センター」

を設置することとし、令和４年４月開設に向けた準備を進めた。 

 ⑧ 遠隔授業の実施等による教育上のコロナ対応 

   今年度も引き続き、コロナ禍における学生の学修機会の確保及び安全かつ質の高い遠隔授業
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の実施に向けて、様々な対応を行った。対面授業の実施にあたっては、手洗い、マスク着用、

換気の徹底など基本的な感染防止対策を行うとともに、教室の振替または分割を行い、原則と

して履修学生数の対教室定員比 50％以下での実施とした。加えて、教室（机、椅子、ドアノブ

等）の定期消毒や PC を利用する授業での手袋の着用などの対策を講じた。遠隔授業において

は、リアルタイムのオンライン授業、動画配信によるオンデマンド授業、インターネットを介

して質疑応答等で指導する授業を実施し、各教員はオンラインの長所を活かした、より高度か

つ効果的な授業の実施に取り組んだ。 

⑨ 四国大学教育改善活動助成事業 

 本事業は建学の精神「全人的自立」の具現化を目指し、教育方針に沿って本学の教育内容・

教育方法等の向上に取り組む教育活動のうち、その取組が時代や社会の要請に対応して革新的

かつ具体的で成果が期待できるものを採択、助成するものである。 

 令和３年度助成事業については、新規２事業、継続３事業の申請があり、５事業を助成事業

として決定した。 

⑩ 管理栄養士国家試験及び看護師等国家試験の結果 

  第 36回管理栄養士国家試験は、令和４年２月 27日に実施され、その結果、本年度の卒業者

の合格率は 88.1％（59名受験、52名合格）であった（全国新卒者合格率 92.9％）。 

    第 111回看護師国家試験は、令和４年２月 13日に実施され、その結果、本年度新卒者合格率

は 93.3％（105名受験、98名合格）の成績であった。 

第 105回助産師国家試験及び第 108回保健師国家試験は、令和４年２月 10日と 11日の両日

に実施され、それぞれの合格率は、助産師 100.0％（５名合格）、保健師 70.0％（23 名受験、

16名合格）であった。 

 ⑪ 離職者対策に係る県立中央テクノスクール施設外職業訓練受託 

県立中央テクノスクールから国の離職者対策に係る施設外職業訓練事業の委託を受け、令和

３年度においても短期大学部人間健康科介護福祉専攻に離職者を対象とした２年課程の介護福

祉士養成職業訓練（令和２年度入学生 21名、令和３年度入学生 15名）を実施した。 

⑫ FD・SD活動等の推進 

FD委員会は、教員の資質向上及び教育の充実・発展を図るため、全学的な教育研究活動を推

進する中で、各種の FD活動を実施している。 

令和３年度は、新型コロナウイルスの感染防止のため、一部の研修会はオンラインによる実施となった

が、徳島工業短期大学との共同FD研修、SPOD講師派遣事業、アクティブラーニング研修会、本学の次世

代ICT教育開発研究会との連携講座等を実施した。また、前年度中止した学生による授業改善アンケート

を前期、後期ともに実施したほか、授業公開についても11月15日から12月3日の間において実施した。 

SD活動に関しては、職員の専門性の向上及び若手職員の能力開発を目指して令和元年度に策定した「職

員研修方針・職員研修計画」に基づき、対面及びZoomを利用したオンライン研修により、計画どおりの

研修を実施した。 
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２   特色ある研究活動の推進 

 

① 四国大学学際融合研究所 

   社会の変革や要請に応える新たな研究推進体を創出するため、令和２年度に既存の５つの附

属研究所を統合した「四国大学学際融合研究所」において、新たな研究会として「保育・教育

臨床研究会」を設置し、既存の４つの研究会（Society5.0 研究会、SDGs・消費者政策研究会、

AI・数理・DS研究会、次世代 ICT教育開発研究会）とともに、これまでの研究成果を基盤に分

野横断的な研究の深化・発展を図ることにより、本学の学術的調査研究の推進に努めた。 

  また、グリーントランスフォーメーション推進機構を中心とした地域のゼロカーボン化への

取組をはじめ、研究成果の社会への還元に資する新たな知的財産創出にも積極的に取り組んで

いる。 

② 四国大学 SUBARU（Shikoku University–Brand Accumulation as Research University）事業

の推進 

阿波藍に関する新たな価値創造を目指した文化的・科学的研究を推進する本事業が文部科学

省の平成 29年度「私立大学研究ブランディング事業」に採択された。 

事業５年目となる今年度は、SUBARU 事業推進本部を中心に、本県における「藍の知の拠点」

を目指し、研究計画に基づく各事業を実施した。タデアイの機能性成分分析では、葉粉末を使

ったヒト介入試験や「すくも」染料成分含量変化の確認試験と研究を推進した。今年度は特に

これまでの取組を活かした情報発信に努め、研究紹介パネルを美馬市立図書館、阿波踊り会館、

徳島県立博物館等に出展したほか、農林水産省の Webマガジン「aff（あふ）」８月号に「藍の

食用としての可能性」の研究内容が紹介された。そのほか、とくしまマルシェ「藍フェア」や

「阿波藍」魅力発信展覧会等のイベント参加、藍染の巨大モザイクアートの徳島阿波踊り空港

への展示など、広く県民への広報に努めた。 

今年度予定していた「藍の家 30周年記念事業」については、新型コロナウイルス感染拡大に

より次年度に延期した。 

③ 四国大学徳島光・アート教育人材育成事業（T-LAP：Tokushima Light Art Project）の推進 

本事業は、平成30年度に「徳島県地方大学・地域産業創生事業」に採択されたことにより、産官学連

携のもと、光基本技術に加え、本学の強みであるデザイン、ICT、AI、マーケティング、経営等の知識・

技能を有する総合的光人材育成に令和４年度までの５年間で取り組む事業である。 

事業４年目となる今年度も推進本部を中心として取組を充実・進化させた。総合的光人材の育

成を目指す光・アートスクールでは、「プロジェクションデザイン講座」「AI 技術の活用講座」

「光アートビジネス論」等を実施したほか、若年層を対象とした光に親しむ機会の提供として

「ヒカリ★アソビ 2021」の開催（参加者：約 700名）や各種イベントでのライトアップを実施

した。また、あすたむらんど青少年光科学イベント等への参加や県下各地域でのプログラミン

グ教室を通して、STEAM教育の推進に努めた。 
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３   学生支援 

 

① スポーツ・文化芸術（芸術・メディア・ダンス・文化活動）分野の人材育成と学生支援 

   本学では、スポーツ及び文化芸術（芸術・メディア・ダンス・文化活動）分野の教育を通し

て、豊かな人間性と強い精神力を備え、全国や世界で活躍する人材の育成を行っており、特別

入試や特別奨学金制度を設け、優秀な人材の確保に努めている。 

スポーツ分野においては、しらさぎセミナーハウスやしらさぎ球技場サブグラウンドの整備

など競技環境の整備・充実のほか、学内外への積極的な広報活動など、多方面からの支援を実

施している。また、スポーツ庁の支援により設置した「大学スポーツ推進機構」を核とした事

業推進を図るとともに、トップアスリートの育成による人材育成・地域振興及び卒業後の就職

先の確保などを目的とした「STAR プロジェクト（四国大学トップアスリート育成事業）」を全

学体制で推進している。令和３年度には、「四国大学スポーツ・イーグレッツサポーターズクラ

ブ」を発足させ、本学の応援団となるサポーターを募集するとともに、クラブの活性化に取り

組んだ。文化芸術分野においては、令和３年度から新たに設置した「芸術・メディア推進機構

（SU アート）」を核に、関係学科及び事務局の連携による組織的な支援体制を構築し、アーテ

ィストミーティングの開催等を通して、学年や分野を超えた学生同士及び教職員との交流の場

を設け、文化芸術活動への意欲向上を図っている。 

 ② 学生支援ＧＰ 

   優れた教育研究活動及び社会・地域貢献に関わる学生の自主的な取組に対し支援する学生支

援 GPも 11年目を迎え、プロジェクト参加学生も全学にわたっている。活動報告会でのプレゼ

ンテーション技術や報告内容も充実し、報告会への積極的な参加者も増え、全学的に認知され

る事業となった。令和３年度は「教育・研究」「地域貢献」「吉野川」「その他」の４分野に 18件

の応募があり、短期２件、長期 13件の計 15件のプロジェクトが選定された（内新規 10プロジ

ェクト、継続５プロジェクト）。 

令和３年度のプロジェクトもコロナ禍における取組となったが、11月には芳藍祭においてパ

ネル展示による中間報告を実施、令和４年４月には全 15 グループによる活動報告会を実施す

る。これらのプロジェクト活動は様々な分野において地域貢献がなされており、その活動はホ

ームページやマスコミ等を通じて広く社会に公表されている。 

③ 奨学金制度による学生への経済的支援 

「首都圏学生応援奨学金制度」の創設に伴い、規則の制定及び関係規則の改正を行った。ま

た、入学生が多様化する中、制度をより効果的に運用することを目的として、同制度とふるさ

と奨学金制度の申請要件の見直しを図った。「専門分野別特別奨学金制度」においては、分野の

拡充に伴い、関係規則の整備を行った。また、令和２年度からスタートした高等教育の就学支

援制度の実施については、学生に不利益が生じないよう学生支援課を中心に関係各課が連携を

図り、引き続き適切な対応に努めた。 
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４   就職・キャリア支援 

 

① 学部学科との連携協力によるきめ細かな進路指導 

学生が主体的に自らの進路を選択する能力や態度を身に付けることができるよう、就職支援

体制の充実・強化に全学を挙げて取り組み、就職実績の向上に努めている。その結果、令和３

年度卒業生の就職率は 97.7％（５月１日現在）となった。 

進路希望のデータ登録時には大学３年生、短大１年生全員に面接を実施し、直接学生と会話

をし、進路や就職活動についての意識を高めさせるとともに、就職キャリア支援課の活用につ

いて説明を行った。就職試験等に対応した個人面接は 1,424件であった。前年と同様、今年度

もコロナ禍により就職状況に大きな影響が及ぶ中、学部・学科教員とキャリアセンター職員と

の連携を密にすることにより、学生のニーズに応じた就職支援を実施した。 

また、卒業生に対する「キャリアアップ研修生制度」や「OB・OG支援プラン」の実施につい

ても、各学科等とキャリアセンターが連携協力し、就職先の紹介や早期離職の低減を目的とし

て、適切な支援を実施した。 

② 多様な就職支援活動 

〇就職ガイダンス等の実施 

入学時に就職オリエンテーションを実施するとともに、大学３年生・短大１年生を対象に年

間３回の就職ガイダンス及び就職講演会を実施し、就職意識の高揚を図り就職活動への取組に

ついて指導した。また、就職に向けてより具体的で実践的なガイダンス・セミナーを実施した

結果、学生の意識向上が図られた。さらに、就職活動の早期化に伴い大学２年生対象のガイダ

ンスを実施し、50名が参加した。 

  〇学内企業研究会及び学内企業個別説明会の実施   

  県内企業から人事担当者等を学内に招いて企業研究会を実施し、90社が各々ブースを設けて

学生と面談した。参加学生の実人数 312名、ブース訪問延べ人数 1,069名であった。また、学

生と企業とのミスマッチ解消策の一つとして、学内における単独企業の説明会を実施し、18社

が個別の説明会を開催した。 

③ 学生のキャリア教育支援（就業力育成支援事業） 

本学では、文部科学省「大学生の就業力育成支援事業」（GP）の採択を受けて以来、学生の就

業力を育成するための事業をより一層強化してきた。 

就業力育成推進委員会の承認のもと、令和３年度は次の事業を実施した。 

〇就業力育成見直し検討小委員会の設置 

就業力育成推進委員会の小委員会として「就業力育成見直し検討小委員会」を設置し、就業

力の再定義、再定義に沿った就業力育成カリキュラムマップの修正、新たな就業力育成自己評

価シートの作成など、就業力育成に係る取組をより有効性のあるものとするための改善を図っ

た。 
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〇ジョブセミナーの実施 

本学学生が就職活動をスタートするにあたり、企業研究をより深めることにより、自己の適

性と能力を正しく理解し、適切に進路選択を行い進路決定に結びつけるための能力を養うため、

大学２，３年生、短大１年生を対象とした「ジョブセミナー」を年２回実施している。県内企

業関係者を講師とし、業界説明会及び質疑応答を行う。 

第１回目は 10月 27日に実施し、徳島トヨペット(株)、市岡製菓(株)、徳島信用金庫をお招

きし、143 名の学生が参加した。第２回目は 11 月 24 日に実施し、シティハウジング(株)、徳

島県教育印刷(株)、猪之津(株)をお招きし、132名の学生が参加した。 

〇教員・公務員対策講座の実施 

教員試験対策講座及び公務員試験対策講座を実施（本年度参加者数 399名）するとともに、

公務員対策学習室には受験対策用の書籍やタブレットの充実・整備を行った。また、講師が日

常的に学習室に滞在する時間を設けたことにより質問時間を確保した。さらに、教員試験対策

自習室及び養護教諭対策自習室の活用を促進し、学習環境の一層の充実に努めている。模擬試

験についても例年通り年２回実施した。 

 

５   国際交流とグローバル化の推進 

 

本学の国際交流及びグローバル化の推進については、協定大学への留学支援のほか、外国人留

学生の受入れ及び募集活動と日本語教育の充実、ワールドプラザでの各種イベントの開催など、

コロナ禍においても日本人学生と外国人留学生が交流を深めながら快適な大学生活が送れるよう

支援に努めたほか、海外協定校の拡充に積極的に取り組んだ。 

 

① 外国人留学生の積極的受入れと日本語教育の充実 

   短期大学部外国人留学生３年コース並びに文学部、経営情報学部及び生活科学部人間生活科

学科で実施する外国人留学生特別プログラムにおける受入れ体制の充実・整備を行い、県外の

日本語学校を中心とした募集活動及び本学での外国人留学生対象大学見学ツアー等を実施した

結果、令和３年度の入学生として、大学院１名、大学 27名、短期大学部 43名の正規留学生を

受け入れた。 

また、令和４年度の入学生として、大学 16名、短期大学部 22名の正規留学生及び大学院に

交換留学生として１名の受入れが決定している。なお、外国人留学生に対する日本語教育の取

組として、①短期大学部３年コース留学生、交換留学生、訪問学生を対象とした日本語教育の

授業 ②日本語特別講座の日本語能力試験対策や TA・SAの配置、夏季日本語特別講座等 ③キ

ャリアアップ支援プログラムによる日本語能力試験対策講座などを実施するとともに、前年度

設置した「留学生スタディルーム」の活用を図った。 

正規学生として在籍する外国人留学生は年々増加しており、修学・生活指導等については、

日本人学生とは異なる特別な配慮をもって、検討・対応を図っている。 
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② 協定大学への留学と交換教授の受入れ・派遣  

令和３年度も前年に引き続き新型コロナウイルスの影響により、協定大学との留学について

は、派遣、受入れともにすべてが中止となった。また、交換教授の派遣、国際文化学科の台湾

国際研修、看護学科の国際看護研修についても、次年度に延期となった。 

湘潭大学商学院との DDP制度については、令和３年度末時点で２年生（第３期生）２名、１

年生（第４期生）１名の計３名が受講認定者として在籍している。コロナウイルス感染流行に

より、湘潭大学との留学プログラムは中断しており、第３期生も２月からの留学延期を余儀な

くされたが、湘潭大学の協力により遠隔形式で所定の授業を受講できている。また、経営情報

学部と国際課の連携により、派遣留学生が抱える問題解決、不安解消に努めている。 

③ コロナ禍における留学生の生活支援と就職支援 

コロナ禍により、厳しい経済状況に見舞われた留学生に対する面談を実施し、必要なサポー

トを行った。アルバイト先の紹介、支援金制度の案内と申請手続きのサポート、３回の食料品

の配布には、留学生たちから多くの感謝のコメントが寄せられた。 

就職支援については、「就職活動スケジュール」及び「外国人留学生就職支援実施要領」に基

づく取組を実施した。令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響があったものの、オンラ

インによる企業説明会や就職勉強会、夏季休業期間中に実施した留学生インターンシップを通

して、就職希望の30名全員が内定を獲得することができ、３年連続の就職率100％を達成した。

これは就職キャリア支援課と国際課及び外国人留学生受入学科との連携体制が機能していると

ともに、協力を依頼した行政書士によるビザの申請や就職活動におけるサポートの効果が大き

いと考えられる。 

④ 海外協定校の拡充 

学生の海外留学の機会充実のため、海外協定校の拡充に努め、令和３年７月に大葉大学（台

湾）と学術研究交流及び学生交流に関する協定を締結した。また、10月にはサザンクロス大学

（オーストラリア）と DDPプログラムに関する覚書及びスタディアブロード協定を締結し、英

語分野での DDPの拡充を図っている。さらに令和４年３月にはカルガリー大学（カナダ）と覚

書を交わし、現在協定大学は 10か国 16大学にまで拡大した。 

 

６   社会貢献・地域連携事業 

 

本学では、海外の大学のほか国内の大学や地域の自治体等とも様々な協定を締結し、相互に連

携・協力を図っている。また、平成 30年度に策定された「地域貢献活動グランドデザイン」に基

づき、地域社会との交流・連携を促進するための社会貢献事業にも力を注いでいる。令和３年度

も引き続き、新型コロナウイルスの影響を受け、多くのイベントや取組が中止または活動の制限

を余儀なくされたが、オンラインの活用や参加者・規模等を縮小した形での開催など、柔軟な対

応で事業活動を継続・実施した。 
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① 大学・自治体・産業界等との連携協力 

  徳島県をはじめとする自治体や教育委員会等と連携協力し、様々な事業を実施している。 

  〇地域に係る公開講座等 

・まなびーあ徳島「新あわ学コース」講座（計 17講座） 

・美来創生みま学講座（計 13講座：美馬市 SSO 11講座・オープンカレッジ２講座） 

・新「あわ学」の取組と「第５回あわ検定」の実施（マナバコース利用） 

   平成 27年度から新｢あわ学｣に関する教材開発、教員の研究、学生の卒業論文のテーマ

設定等に活用できる教育環境の整備に取り組んでいる。また、学内外を対象とする検定

である「第５回あわ検定」を令和４年２月にオンラインにて実施した（受検者 166名）。 

〇新たに締結した連携協定等 

 ・星槎大学（通信制課程科目等履修に関する協定：令和３年４月１日） 

・徳島トヨペット株式会社（包括連携協力に関する協定：令和３年７月 26日） 

・株式会社岡萬本舗（包括連携協力に関する協定：令和３年８月 27日） 

 ・公益財団法人徳島市体育振興公社（包括連携協力に関する協定：令和３年９月 29日） 

 ・株式会社マウスコンピュータ（包括連携協力に関する協定：令和３年 10月１日） 

・株式会社農家ソムリエーず及び山上ファーム 

（包括連携協力に関する協定：令和４年１月 13日） 

・社会福祉法人徳島県社会福祉事業団（包括連携協力に関する協定：令和４年１月 24日） 

    ・生活協同組合とくしま生協（包括連携協力に関する協定：令和４年２月８日） 

  〇自治体等との連携事業 

徳島県：地方政治学実践講座、まなび～あ徳島｢新あわ学コース｣実施業務、「とくしま科学

技術アカデミー小・中学生向け体験講座（VR や AR で何ができるの！？）」「看護教員の

研究力向上のための連携プロジェクト業務」「野菜レシピ開発発行事業」 

徳島県議会：「書道文化学科学生による書道パフォーマンス」「経営情報学部学生に対する

県議会の概要講義・県議会インターンシップ」「県議会ホールのパネル展示」「県議会の

定期刊行物のタイトル揮毫｣「アンケート調査」 

徳島県教育委員会：「GO!Tomorrow 事業への情報配信」「徳島県内の大学との連携に関する

連絡協議会の開催」  

 

上記のほか、徳島市との｢食育推進事業企画運営業務｣や｢がん検診受診率向上対策業務｣、

「中心市街地賑わい創出事業」、美馬市との「美馬市生涯活躍のまち」推進に係る「美来創生

みま学事業」推進業務委託事業、美波町との「薬王寺の文化財調査及び研究業務」など、様々

な事業を展開し、地域貢献を通じて参加した学生にとっても貴重な経験となった。 

 

② とくしま産学官連携プラットフォーム事業 

   「確固たる知的拠点を形成し、多様で質の高い教育を提供するとともに、産学官が連携して
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地域社会の発展に貢献すること」をビジョンとし、県内８高等教育機関及び自治体、産業界が

連携して、令和５年度までの５年間を目途とした、①入学者数の維持 ②産学官連携による地

域社会の活性化 ③地域を支える人材の育成 ④多様な学び直しの場の提供 の４つの目標を

達成するための事業を推進している。本学は幹事校として各事業の円滑な実施に取り組み、前

年度に引き続き、文部科学省の令和３年度私立大学等改革総合支援事業タイプ３に採択された。 

③ 高大連携事業 

   本学の教育研究活動を高校生に理解してもらうとともに、高校現場との信頼関係を構築し、

高大接続に関する取組の充実を図るため、高等学校との教育連携活動を推進している。 

令和３年度は、新型コロナウイルスの影響により、大学訪問等の大規模な人の移動が伴う行

事は全面的に中止または延期となった。その他のイベントについては、感染対策を徹底するほ

か、高等学校からのニーズに応じたオンラインあるいは対面での授業の実施や参加人数の制限

など、柔軟に対応した。また、徳島県内の高等学校には「四国大学が協力できる高大連携事業

一覧」及び「四国大学高大連携パンフレット」を送付した。 

④ 拠点大学による地方創生推進事業の推進（COC＋事業の後継事業） 

   COC＋事業は、平成 27年度に認定された５カ年事業で、県内の高等教育機関と徳島県がそれ

ぞれ連携・協力して各自の有する資源・財産を活用し、県内における雇用創出・若者定着を推

進するプログラムである。事業は令和元年度で終了したが、その後継事業として、徳島大学を

中心に「コンソーシアムとくしま」が設立され、地域社会や産業界と新たな連携事業を推進し

ている。本学においては、創業支援事業として、創業初期の経営資源の獲得に必要な技術を学

ぶ｢ビジネスプラン道場｣、学生が県内企業と連携して新商品や新サービスの開発を行う「学生

開発プロジェクト」などを実施した。 

⑤ オープンカレッジの充実とリカレント教育の推進 

   四国大学オープンカレッジは、「生涯学習プログラム」に基づき、現行プログラムの見直し及

び新プログラムの導入検討を行い、前後期合計 104講座を開設した。また、オンライン講座の

内容充実によるコロナ禍に対応した講座の見直し、再編を図り 104講座の内、ハイブリッドで

30 講座、オンラインで 15 講座を実施した。オンライン講座の受講生増を目的とした取組とし

て、特別講座「おうち時間を楽しもう！はじめての Zoom体験講座」を開設したほか、今年度か

ら父母会宛て発送文書へのチラシの同封、同窓会ホームページへのバナーの掲載、小・中・高

の各校へのチラシの送付を行った。さらに、新しい取組としてオンライントーク番組を無料で

開設し、Zoomを利用して受講生が気軽に、どこからでもトークに参加できる形式で、高校生や

社会人が比較的参加しやすい夜の時間帯に実施した。 

令和４年度の講座計画については、全教員及び外部講師に講座開設についてのアンケート調

査を実施するとともに、新任教員に対して公開講座についての個別説明を行い、令和４年度前

期は新規講師９人の協力を得て、55講座を開設することとしている。 

また、「新生涯学習プログラム推進プロジェクトチーム」を発足させ、社会人の受入れ及びリ

カレント教育の推進について検討を重ねた。 
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 ⑥ 四国大学交流プラザ及び TAG-RI-BAの活用 

   徳島市中心部に位置し、地域における生涯学習活動の推進拠点（生涯学習プラットフォーム）

及び大学広報機能を有する施設として活用してきた四国大学交流プラザについては、令和３年

度に施設の改修及び専用アプリの開発等、大規模なリニューアルを実施し、新たにスタディカ

フェテリア「TAG-RI-BA」として運用を開始した。リニューアル事業の趣旨に基づき、地域の交

流拠点としての機能の充実、大学ブランディングの強化、学生満足度の向上及び高校生の利用

促進を図り、大学広報機能の一層の充実と学生確保に資する施設としても積極的な活用を図る。 

  

７   学生募集・入試制度 

 

  学生募集活動については、これまでの取組の検証結果を踏まえて改善・強化を図るとともに、

新型コロナウイルスの影響及び社会情勢等に鑑みながら、学生募集基本方針及び令和３年度学生

募集計画に基づき、学生募集委員と学科教員との情報共有を図りながら進学説明会やオープンキ

ャンパス、各種進学相談会への参加及び県内外の高校訪問等を実施した。また、「学内編入学支援

プログラム」による編入学や新しい特別プログラムによる大学院への外国人留学生の積極的な受

入れ、短期大学部幼児教育保育科における社会人学生への修学奨励金制度の創設など、社会人や

外国人留学生の受入れ促進のための取組を実施し、大学院及び短期大学部の定員充足について強

化を図った。 

  その他、学生募集委員会の開催を通して、募集活動の実効性を高めるとともに、県内及び県外

高等学校訪問担当者会を開催し、情報共有と次年度に向けての改善点等を検討したほか、県外で

の学生募集については、配置する学生募集委員との連携を図り、その強化に努めた。 

  

① オープンキャンパスの開催 

   前年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響を受け、第１回（４月）及び第６回（９月）

がリモートでの開催となった。参加者数は、２年前（コロナ禍前）と比べ 348人の減であった

が、前年度からは 366人の増となった。県内外における生徒対象進学ガイダンスは、高校生の

参加控えとともに、中止や延期が相次いだ。一方で、県外志願者を増やす新たな試みとして、

募集重点地区である沖縄県でオンラインを活用した出張オープンキャンパスを実施した。沖縄

県の卒業生や在学生の協力を得て、本学の認知度、好感度、信頼度を高め、参加者からも好評

を得た。また、前年度開設した WEBオープンキャンパスの活用を図るとともに、入試解説動画

や学科紹介動画及びバーチャルキャンパスツアー等のコンテンツを充実し、高校生のニーズに

対応した。 

② 進学アドバイザーによる募集活動 

平成 23年度から若手事務職員を｢四国大学進学アドバイザー｣として登用しており、令和３

年度は５名の事務職員がその任務に当たった。主に県内で開催される進学業者企画の進学相談

会等で高校生への対応を行い、募集活動の活性化と事務職員の意識・知識の向上を図った。 
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③ 入試の改善と新入試制度 

令和２年度から新しい入試制度及び本学の入試改革の取組が開始された。高校生等に対して

は、入試解説動画を制作するなど、積極的・効果的な情報発信に努めた。特に総合型選抜につ

いては、引き続き、高校生にもわかりやすいガイドブックとしてまとめた。 

また、分野別入試について見直しを行い、芸術・メディア分野に「ダンス」を加えるととも

に、新たに「文化活動分野」を設けるなど、その充実を図った。 

 

 ８   大学広報の充実・強化 

 

本学の「広報・学生募集戦略」及び「四国大学ブランド戦略」に基づき、大学広報機能の一層

の充実・強化並びに戦略的な広報施策及び効果的な学生募集活動の展開を図るため、大学広報戦

略室と入試広報部との連携・協働体制を強化し、本学の教育研究活動及び社会・地域貢献活動等

を通した人材育成について、地域社会へ周知する種々の取組を推進した。また、広報に関する３

委員会（大学広報戦略委員会、大学広報委員会、入試広報委員会）を「大学広報委員会」として

有機的に統合し、大学広報並びに学生・園児募集に関する広報及び募集活動を効果的かつ円滑・

迅速に実施する体制を整備し、広報機能の活性化と大学ブランド力の向上並びに強化指定スポー

ツ６競技の振興及び支援事業を重点的に実施した。 

 

① 広報機能の活性化と新たな取組 

大学広報に資する学内情報の収集と迅速な情報発信について、パブリシティ獲得のため、プ

レスリリース配信会社の活用を図り、適時適切な取組を実施した。 

また、令和３年度を学生参加広報の初年度と位置づけ、学生が企画・編集したフリーペーパ

ーの制作や SNSでの情報発信、学生サークルが撮影したオープンキャンパス参加動画の WEBオ

ープンキャンパスにおけるコンテンツとしての活用など、多方面で学生の感性を活用した広報

活動を展開した。 

加えて、入試課・広報課・大学広報戦略室の連携により、学生募集に関するイベントや入試

日程に合わせた効果的な広報を実施するとともに、沖縄をはじめとする募集重点地区を中心に、

分析データ及び志願者ニーズを踏まえた戦略的な募集活動を展開した。さらに、過年度に実施

した広報広告活動について、予算執行バランス、広告露出エリア、イメージ調査等から検証を

行い、より効率的・効果的な広報活動に繋げている。 

② 大学ブランド力の強化 

「四国大学ブランド戦略」に基づき、本学の個性や特色を「強み」として明確にするととも

に、本学がこれまで得ている「面倒見の良い大学」、「先進的地域貢献大学」などのブランドを

継続・発展させ、大学ブランドとして確立するための戦略的な広報を実施した。また、引き続

きブランドスローガン“人が集まる「人」をつくる、大学。”の県内外への浸透、定着に向けて、

当該スローガンを用いた統一的な広報広告展開を実施した。学内においては、全学が一体とな
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って大学広報に関わる体制を強化するため、全教職員を対象に「広報マインド醸成フォーラム」

を開催した。 

③ 強化指定スポーツ６競技の振興と STARプロジェクトの推進 

本学が指定する競技スポーツ強化のため、優秀な人材の確保に努めるとともに、選手の競技

力向上に資する活動支援と環境整備、学内外への積極的な広報活動を実施した。強化指定６競

技の専用ホームページの運用や活動報告・競技成績パンフレットの作成、応援掲示板の更新等

の取組は、本学のスポーツ活動に対する認知度の向上とともに、選手のモチベーションアップ

にも寄与している。 

令和３年 12月 24日に設立した「四国大学スポーツ・イーグレッツサポーターズクラブ」に

ついては、その運営を軌道に乗せるとともに、会費を財源としたスポーツイベントの開催や大

学スポーツの応援機運の醸成に取り組んでいる。また、本学のスポーツ選手の就職活動支援と

卒業後の継続的な活動場所の確保、スポーツ経験者の雇用を通した徳島県内のスポーツ及び地

域の活性化を図る「STAR プロジェクト（四国大学トップアスリート育成事業）」を全学体制で

推進し、賛同企業・団体と指導者・選手参加による情報交換会の開催（令和３年度はオンライ

ン開催）や寄附金の募集を行った。 

さらに、「四国大学スポーツウォッチャー2021」など、コロナ禍におけるオンラインやマスコ

ミを活用した新たなスポーツ関連事業及び学生支援にも積極的に取り組んだ。 

④ 文化芸術分野の学生に対する支援 

文化芸術分野においては、ホームページ等による学生の諸活動の情報発信のほか、芸術・メ

ディア推進機構によるアーティストミーティングを開催し、学年や分野を超えた学生の交流の

場を設け、文化芸術活動への意欲向上を図った。また、社会連携推進課等の関係部署及び学科

の担当教員と情報を共有し、文化芸術分野の学生の特徴的な取組についてパブリシティ獲得の

ため、新聞社・放送局・ラジオ局等への積極的な情報提供を行った。 

 

９   附属認定こども園の充実・発展 

 

認定こども園への移行６年目を迎えた附属認定こども園においては、大学附属園としての半世

紀にわたる教育実績を活かしつつ全教職員協力のもと、教育と保育を一体的に機能する保育活動

の一層の充実に努めた。さらに、大学との連携による英語指導や食育指導、中国武術、書道体験

などのほか、大学教員及び学生との協力体制の中で、子どもの成長を体系的に支える教育・保育

内容の充実を図っている。 

また、広報計画に基づき園児確保に向けて、徳島市の母子手帳と共に配布する子育てガイドブック「さ

んぽ」や子育て情報誌「ワイヤーママ」への入園案内・園紹介の掲載など、効果的な広報活動を行った。 

  地域の子育て環境改善への貢献の視点から実施する一時預かり（一般型）事業について令和３

年度は、年間のべ 373人が利用し、そのうち３人が３歳児に合格、令和４年４月に入園する。 

子育て支援事業は、新型コロナウイルス感染症の影響で開催日数が減少したものの年間 133組
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の親子のべ 146人の利用があり、そのうち令和３年度途中に３人が入園し、令和４年４月に５人

が入園することとなっている。 

 

10   施設・設備の整備・充実 

 

南海トラフ巨大地震に備えた安全な施設の整備を行うとともに、快適で充実した教育環境を提

供するため、年次計画的に校舎等の整備を行っている。今後は法人の各施設・設備の適切な維持

管理を図るため、令和元年度に策定した「長期施設メンテナンス計画」に基づき、計画的に財源

確保を図りながら整備を進める。 

令和３年度に実施した施設・設備等の主な整備実績は次のとおりである。 

 

① 学内基幹ネットワーク再整備事業 

     遠隔授業の実施やテレワーク等における安定したネットワーク環境の提供及び BYODの導入による

アクセス数の増加に対応した学内基幹ネットワークの再整備事業を実施した。 

② 書道文化館空調設備改修工事、 ③ ビジネス・コミュニケーション館空調設備改修工事、 

④ 音楽ホール空調設備改修工事 

     経過年数による取り換え時期であるとともに、補修部品の供給終了につき修繕不可能なため、改修

工事を実施した。 

⑤ 共通講義棟屋上防水改修工事 

   経年劣化に伴う屋上の雨水防水改修工事を実施した。 

⑥ 共通講義棟ＷＣ改修工事 

   経年劣化に伴う改修及び和式便座からウォシュレット付き洋式便座への変更のための工事を実施

した。 

⑦ 東隣接地境界塀改修工事 

   老朽化により地震の際には倒壊の危険もある東隣接地との境界にあるブロック塀を目隠しフェン

ス等に改修するための工事を実施した。 

⑧ 交流プラザリニューアル改修工事 

     地域の交流拠点としての機能充実並びに本学の認知度向上、大学ブランドの強化、学生満足度の向

上及び高校生の利用促進等を図ることを目的として、交流プラザのリニューアル改修工事を実施した。 

⑨ 学生寮ネットワーク再整備事業 

学生寮において安定したネットワーク環境を提供するため、居室ごとに Wi-Fi アクセスポイント

を設置する工事を実施した。 
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（２）中期的な計画及び事業計画の進捗・達成状況 

 

「大学改革ビジョン 2017」の推進 

本学における現在の中期計画は、平成 29 年度から５カ年にわたる本法人が目指すべき基本方

向を示した「大学改革ビジョン 2017」である。 

令和３年度は、「大学改革ビジョン 2017」の５カ年計画の最終年度となり、令和元年 12月に実

施した「学校法人四国大学外部評価委員会」からの提言・助言に対する対応を図るとともに、改

革の総仕上げを念頭に、「学生にとって魅力ある大学」の実現に向け、５分野 40項目の行動計画

の推進に全学を挙げて取り組んだ。 

「大学改革ビジョン 2017」に掲げる５分野の重点事項における令和３年度の主要な取組は、次

のとおりである。 

 

分野１ 大学の持続的発展をめざして 

「地域になくてはならない大学」を目指し、本学の魅力や「四国大学らしさ」を広く社会に

伝えるため、大学広報機能の一層の充実・強化を図るとともに、入試広報部と大学広報戦略室

が連携した広報体制により、学生募集基本方針及び学生募集計画並びに広報・学生募集戦略に

基づく、募集広報活動を展開した。また、新しい入試制度及び本学の入試改革の取組を開始し、

高校生等に対する積極的・効果的な情報発信と着実な入試の実施に努めた。 

 

分野２ 教育・研究の機能強化と質保証 

社会や地域のニーズを踏まえ、本学での学びが学生にとってより魅力的なものとなるよう、

時代に合った学科・コースの新設・再編をはじめ、「教育改革プログラム 2020」の取組を中心

とした教育内容・方法の改善・充実、学科等の特色を明確化したカリキュラムの開発・実践な

ど、教育改革に全学体制で取り組み「教育研究機能強化と質保証」に努めた。また、コロナ禍

に対応した FD 活動の実施や四国大学学際融合研究所を核とした分野横断的な特色ある研究活

動の強化・推進などに取り組んだ。 

 

分野３ 学生生活と就職活動の支援・充実 

学生満足度の向上に向けて、大学 IRコンソーシアム調査（在学生調査・卒業生調査）の検証

結果を踏まえ、新しいチューター制度の運用、コロナ禍における課外活動の支援、各種奨学金

制度の見直しによる経済的支援など、学修と生活両面から学生の立場に立った学生生活の総合

的な支援の充実を図った。 

また、大学での学びにより人生観や職業観を醸成し、卒業後の進路に繋がるよう、個々の学

生の特性に応じたきめ細かな就職指導を基本にキャリア教育と就職活動支援の充実・強化を図

った。 
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分野４ 地域貢献活動とグローバル化の推進 

本学が「地域とともに歩む大学」として整備してきた基盤の上に、今後より一層、地域社会

及び産業界との連携強化を図りつつ、新しい生涯学習プログラムに基づく取組や高大連携事業

の多様化促進、学内資源の有効活用などの具体の取組を通し「先進的地域貢献大学」として、

本学独自の地域貢献活動を積極的に展開した。 

附属認定こども園では、認知度向上のための取組及び大学と連携した教育・保育課題への取

組により、地域社会のニーズに応えるとともに、園児確保を図った。 

グローバル化については、新型コロナウイルス感染症への対応を見極めつつ新しい国際戦略

プログラムに基づき、留学生の積極支援及び支援体制の強化をはじめ、海外協定校の拡充等に

よる研究交流・人的交流などの推進に努めた。 

 

分野５ 大学運営組織の機能強化と経営の安定化 

社会のニーズ変化や学生の多様化により、大学に求められる機能は拡大し、経営環境も今後

一層厳しく変化していくことが予測される。このような状況において、教職協働の推進をはじ

め、学内ネットワーク環境の整備を中心とした情報システムの見直し、テレワーク及びペーパ

ーレス化への対応を含む業務の効率化及びコスト削減に向けた取組、教職員の資質能力向上に

資する取組、業績等評価・人事評価に基づく人事制度の改善、財源確保と実効性のある予算管

理システムの構築、長期施設メンテナンス計画並びに「学校法人四国大学業務継続計画（BCP）」

及び「新型コロナウイルス感染症に係る業務継続計画（BCP）」の策定によるハード・ソフト両

面からの計画的な危機管理対応など、大学運営組織の機能強化と経営の安定化を図った。 
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

28,988,817 29,247,128 29,262,132 29,391,060 29,530,831 3,342,141 3,676,625 3,374,644 3,196,294 2,932,768

19,003,607 19,241,046 19,011,683 18,888,974 18,764,735 固定負債 2,176,565 2,329,633 2,224,654 2,109,274 1,941,178

うち、土地 4,611,995 4,837,229 4,837,229 4,827,875 4,827,875 うち、長期借入金 1,243,620 1,320,520 1,152,220 983,920 843,620

うち、建物 10,748,281 10,772,371 10,497,901 10,422,016 10,273,843 うち、学校債 0 0 0 0 0

うち、構築物 663,003 661,405 655,746 647,338 595,837 うち、退職給与引当金 896,598 982,203 1,053,982 1,109,793 1,089,553

うち、教育研究用機器備品 604,944 559,531 549,907 555,428 601,533 1,165,576 1,346,992 1,149,990 1,087,021 991,590

特定資産 9,623,604 9,660,069 9,921,770 10,183,470 10,445,169 うち、前受金 670,223 688,423 652,806 635,222 614,638

第２号基本金引当特定資産 519,424 294,190 394,190 494,190 594,190 基本金 　　(e) 27,605,498 27,943,836 28,515,438 29,047,246 29,547,337

第３号基本金引当特定資産 313,931 315,631 317,331 319,031 320,731 26,515,606 27,077,478 27,493,948 27,924,056 28,322,447

(何)引当特定資産 8,790,249 9,050,248 9,210,249 9,370,249 9,530,248 519,424 294,190 394,190 494,190 594,190

その他の固定資産 361,606 346,013 328,679 318,616 320,927 313,931 315,631 317,331 319,031 320,731

うち、収益事業元入金 50,397 50,397 50,397 50,397 50,397 256,537 256,537 309,969 309,969 309,969

流動資産　　(b) 3,313,534 3,785,948 3,760,711 3,665,718 3,766,441 繰越収支差額　　(f) 1,354,711 1,412,614 1,132,760 813,237 817,167

うち、現金預金 3,119,636 3,590,762 3,475,932 3,440,875 3,554,976 1,354,711 1,412,614 1,132,760 813,237 817,167

うち、有価証券 0 0 0 0 0 28,960,209 29,356,451 29,648,199 29,860,483 30,364,504

資産の部合計　　(c)=(a)+(b) 32,302,350 33,033,076 33,022,843 33,056,777 33,297,272 32,302,350 33,033,076 33,022,843 33,056,777 33,297,272

8,219,262 8,642,047 8,890,128 9,261,664 9,700,077

1,435,489 1,521,291 1,300,691 1,132,391 964,091

第２号基本金

　（単位：千円）

資　　　　　　産　　　　　　の　　　　　　部 負　　債　　及　　び　　純　　資　　産　　の　　部

科　      　目 科　　       目

固定資産　　(a) 負　債　　(d)

純資産の部合計　(g)=(e)+(f)

負債及び純資産の部合計　(h)=(d)+(g)

減価償却額の累計額　　(i)

基本金未組入額　　(j）

翌年度繰越収支差額

有形固定資産

流動負債

第３号基本金

第４号基本金

第１号基本金

Ⅲ．財務の概要 

 

（１）決算の概要 

 

① 貸借対照表関係 

 

貸借対照表の状況と経年比較 

資産総額は 332億 97百万円で、前年度末と比較して、2億 40百万円増加している。内訳は、

固定資産が 0.5％、1億 40百万円の増、流動資産が 2.7％、1億 1百万円の増である。 

負債の合計額は 29億 33百万円で、前年度末に比べて 8.2％、2億 64百万円減少した。 

基本金は 295億 47百万円で前年度と比較して 1.7％、5億円増加した。 
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(単位:千円)

学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入 3,272,333 3,348,814 3,361,317 3,408,953 3,499,717

手 数 料 収 入 43,828 46,919 44,519 38,912 38,107

寄 付 金 収 入 7,238 5,288 6,798 11,476 11,454

補 助 金 収 入 836,931 940,638 939,354 1,166,607 1,245,053

資 産 売 却 収 入 331,473 1,016,593 238,960 55 0

付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入 93,353 91,622 101,592 90,279 123,569

受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 99,577 94,332 100,185 94,133 99,887

雑 収 入 185,155 238,946 232,251 162,614 108,278

借 入 金 等 収 入 280,000 300,000 0 0 0

前 受 金 収 入 670,223 688,423 652,806 635,222 614,638

そ の 他 の 収 入 1,282,108 1,135,889 957,053 1,018,493 1,016,216

資 金 収 入 調 整 勘 定 △ 877,237 △ 864,367 △ 966,985 △ 878,264 △ 844,942

前 年 度 繰 越 支 払 資 金 3,036,955 3,119,636 3,590,761 3,475,932 3,440,875

合     計 9,261,937 10,162,733 9,258,611 9,224,414 9,352,852

人 件 費 支 出 2,718,899 2,763,630 2,809,748 2,733,716 2,717,105

教 育 研 究 経 費 支 出 831,970 876,182 919,823 1,251,796 1,177,914

管 理 経 費 支 出 249,965 225,695 222,428 211,616 232,623

借 入 金 等 利 息 支 出 4,281 3,677 5,094 4,322 3,637

借 入 金 等 返 済 支 出 224,292 214,198 220,600 168,300 168,300

施 設 関 係 支 出 582,634 656,077 148,836 245,652 195,937

設 備 関 係 支 出 119,797 89,199 120,457 119,943 191,861

資 産 運 用 支 出 608,880 1,191,550 464,760 261,700 261,700

そ の 他 の 支 出 1,055,997 948,880 1,143,909 1,022,843 1,029,291

資 金 支 出 調 整 勘 定 △ 254,414 △ 397,117 △ 272,976 △ 236,350 △ 180,493

翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 3,119,636 3,590,762 3,475,932 3,440,875 3,554,976

合     計 9,261,937 10,162,733 9,258,611 9,224,414 9,352,852

科                 目 平成30年度 令和元年度平成29年度

収
入
の
部

令和３年度

支
出
の
部

令和２年度

② 資金収支計算書関係 

 

ア）資金収支計算書の状況と経年比較 

令和３年度の収入は、前年度の収入を 1億 28百万円上回った。これは、学生生徒等納付金収

入が 91百万円、補助金収入が 78百万円増加したことなどによる。 

支出の部においては、人件費支出で 17百万円、教育研究経費支出で 74百万円の減少などと

なっている。 
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(単位：千円)

平成28年度平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

 学生生徒等納付金収入 3,121,200 3,272,333 3,348,814 3,361,317 3,408,953 3,499,717

 手数料収入 40,730 43,828 46,919 44,519 38,912 38,107

 特別寄附金収入 5,327 7,238 5,288 6,798 11,476 10,689

 一般寄附金収入 0 0 0 0 0 765

 経常費等補助金収入 700,070 825,139 940,638 934,054 1,148,245 1,214,154

 付随事業収入 81,496 91,884 90,105 100,075 88,761 121,998

 雑収入 230,518 185,155 238,946 232,251 162,614 108,278

 教育活動資金収入計 4,179,341 4,425,577 4,670,710 4,679,014 4,858,962 4,993,708

 人件費支出 2,697,024 2,718,899 2,763,630 2,809,748 2,733,716 2,717,105

 教育研究経費支出 758,485 831,970 876,182 919,823 1,251,796 1,177,914

 管理経費支出 193,724 249,965 225,695 222,428 211,616 232,623

 教育活動資金支出計 3,649,233 3,800,834 3,865,507 3,951,999 4,197,128 4,127,642

 　　 差引 530,108 624,743 805,203 727,015 661,834 866,066

 　　調整勘定等 102,922 △ 45,884 31,740 △ 89,502 △ 28,639 △ 45,352

 　教育活動資金収支差額 633,030 578,859 836,943 637,513 633,195 820,714
金　額 金　額 金　額 金　額 金　額 金　額

 施設設備補助金収入　 82,418 11,792 0 5,300 18,417 30,899

 第２号基本金引当特定資産取崩収入 79,000 50,000 225,234 0 0 0

 施設充実引当特定資産取崩収入 156,000 202,200 0 0 0 0

 施設整備等活動資金収入計 317,418 263,992 225,234 5,300 18,417 30,899

 施設関係支出 919,170 582,634 656,077 148,836 245,652 195,937

 設備関係支出 138,901 119,797 89,199 120,457 119,943 191,861

 第２号基本金引当特定資産繰入支出 50,000 50,000 150,000 100,000 100,000 100,000

 減価償却引当特定資産繰入支出　外 200,000 200,000 50,000 100,000 100,000 100,000

 施設整備等活動資金支出計 1,308,071 952,431 945,276 469,293 565,594 587,798

 　　 差引 △ 990,653 △ 688,439 △ 72,042 △ 463,993 △ 547,177 △ 556,899

 　　調整勘定等 323,932 75,318 145,844 △ 158,834 16,359 △ 19,502

 　施設整備等活動資金収支差額 △ 666,721 △ 613,121 △ 574,198 △ 622,827 △ 530,818 △ 576,402

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額） △ 33,691 △ 34,262 262,745 14,686 102,377 244,312
金　額 金　額 金　額 金　額 金　額 金　額

 借入金等収入 600,000 280,000 300,000 0 0 0

 教育研究用機器備品費売却収入 0 0 0 0 0 0

 有価証券売却収入 375,612 331,473 1,016,593 238,960 0 0

 将来計画引当特定資産取崩収入 50,000 0 0 0 0 0

 貸付金回収収入 1,790 2,018 1,152 2,170 4,030 300

 預り金受入収入 0 0 720,140 750,095 737,589 791,123

 預託金回収収入 0 0 15,609 0 0

 敷金戻入収入 681,037 718,230 4,716 0 0 0

 　小計 1,708,439 1,331,721 2,042,601 1,006,834 741,619 791,423

 受取利息・配当金収入 105,126 99,577 94,332 100,185 94,133 99,887

 収益事業収入 1,463 1,469 1,517 1,517 1,518 1,571

 その他の活動資金収入計 1,815,028 1,432,767 2,138,450 1,108,536 837,270 892,882

 借入金等返済支出 175,672 224,292 214,198 220,600 168,300 168,300

 有価証券購入支出 336,375 297,180 929,850 203,060 0 0

 第３号基本金引当特定資産繰入支出 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

 退職給与引当特定資産繰入支出 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

 貸付金支払支出 1,630 1,450 2,550 3,790 0 800

 預り金支払支出 684,049 711,274 721,637 743,300 739,991 786,150

 預託金支出・差入保証金支出 0 15,609 0 0 0 530

 　小計 1,259,426 1,311,505 1,929,935 1,232,450 969,991 1,017,480

 借入金等利息支出 3,478 4,281 3,677 5,094 4,322 3,637

 その他の活動資金支出計 1,262,904 1,315,786 1,933,612 1,237,544 974,313 1,021,117

 　　 差引 552,124 116,981 204,838 △ 129,008 △ 137,043 △ 128,236

 　　調整勘定等 1 2 0 △ 38 3,543 △ 508 △ 390 △ 1,975

 　その他の活動資金収支差額 552,244 116,943 208,381 △ 129,516 △ 137,433 △ 130,211

 支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） 518,553 82,681 471,126 △ 114,830 △ 35,056 114,100

 　　　前年度繰越支払資金 2,518,402 3,036,955 3,119,636 3,590,762 3,475,932 3,440,875

 　　　翌年度繰越支払資金 3,036,955 3,119,636 3,590,762 3,475,932 3,440,875 3,554,976

収
入

支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

科　目

収
入

支
出

教
育
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

科　目

収
入

支
出

施
設
整
備
等
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

科　目

イ）活動区分資金収支計算書の状況と経年比較 

活動区分資金収支は、資金収支計算書を組み替えて活動区分ごとの収支状況を明確にしたも

のである。令和３年度は、教育活動資金収支差額が 8億 21百万円、施設整備等活動資金収支差

額が△ 5億 76百万円、その他の活動資金収支差額が△1億 30百万円となっている。 
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(単位:千円)

学生生徒等納付金 3,272,333 3,348,814 3,361,317 3,408,953 3,499,717

手数料 43,828 46,919 44,519 38,912 38,107

寄付金 7,238 5,288 6,818 13,004 11,454

経常費等補助金 825,139 940,638 934,054 1,148,245 1,214,154

付随事業収入 91,884 90,105 100,075 88,761 121,998

雑収入 188,496 244,779 236,335 166,581 113,657

教育活動収入計　　(a) 4,428,918 4,676,543 4,683,118 4,864,457 4,999,088

人件費 2,727,338 2,781,009 2,813,302 2,721,303 2,696,864

教育研究経費 1,300,288 1,342,408 1,362,856 1,688,011 1,628,945

管理経費 304,210 288,356 292,564 275,436 296,071

徴収不能額等 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

教育活動支出計　　(b) 4,336,836 4,416,773 4,473,722 4,689,750 4,626,880

教育活動収支差額　　(c)=(a)-(b) 92,082 259,770 209,396 174,707 372,208

受取利息・配当金 99,577 94,332 100,184 94,133 99,887

その他の教育活動外収入 1,469 1,517 1,517 1,518 1,571

教育活動外収入計　　(d) 101,046 95,849 101,701 95,651 101,458

借入金等利息 4,281 3,677 5,094 4,322 3,637

教育活動外支出計　　(e) 4,281 3,677 5,094 4,322 3,637

教育活動外収支差額　　(f)=(d)-(e) 96,765 92,172 96,607 91,329 97,821

　　経常収支差額　　(g)=(c)+(f) 188,847 351,942 306,003 266,036 470,029

資産売却差額 34,293 86,743 44,160 55 0

その他の特別収入 16,274 27,972 13,229 33,946 42,956

特別収入計　　(h) 50,567 114,715 57,389 34,001 42,956

資産処分差額 3,778 2,190 3,419 15,442 8,292

その他の特別支出 83,834 68,225 68,225 72,310 672

特別支出計　　(i) 87,612 70,415 71,644 87,752 8,964

特別収支差額　　(j)=(h)-(i) △ 37,045 44,300 △ 14,255 △ 53,752 33,991

基本金組入前当年度収支差額　　(k)=(g)+(j) 151,802 396,242 291,748 212,284 504,020

基本金組入額合計　　(l) △ 568,978 △ 356,702 △ 571,602 △ 541,162 △ 500,091

当年度収支差額　　(m)=(k)+(l) △ 417,176 39,540 △ 279,854 △ 328,877 3,929

前年度繰越収支差額　　(n) 1,770,800 1,354,710 1,412,614 1,132,761 813,237

基本金取崩額　　(o) 1,086 18,363 0 9,354 0

翌年度繰越収支差額　　(p)=(m)+(n)+(o) 1,354,710 1,412,614 1,132,760 813,237 817,167

事業活動収入計　　(q)=(a)+(d)+(h) 4,580,531 4,887,107 4,842,209 4,994,109 5,143,503

事業活動支出計　　(r)=(b)+(e)+(i) 4,428,729 4,490,865 4,550,461 4,781,824 4,639,482

令和３年度令和２年度平成29年度 令和元年度

収
入
の
部

事
業
活
動

支
出
の
部

事
業
活
動

平成30年度

支

出

の

部

特
別
収
支

科                        目

教
育
活
動
収
支

収
入
の
部

事
業
活
動
収
入
の
部
事

業

活

動

収

入

の

部

事
業
活
動

教
育
活
動
外
収
支

事

業

活

動

③ 事業活動収支計算書関係 

 

事業活動収支計算書の状況と経年比較 

事業活動収入の部は、前年度に比べて 1億 49百万円増加している。 

事業活動支出の部は、前年度に比べて 1億 42百万円減少している。 

なお、経常収支差額は 4億 70百万円となり、前年度と比べて 2億 4百万円の増加、当年度収

支差額は 4百万円で、前年度と比べて 3億 33百万円の増加となった。 
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《学校法人全体》
（単位：％）

分類 内容

純 資 産

総 負 債 ＋ 純 資 産

繰 越 収 支 差 額

総 負 債 ＋ 純 資 産

基 本 金

基 本 金 要 組 入 額

固 定 資 産

純 資 産

固 定 資 産

純 資 産 ＋ 固 定 負 債

固 定 資 産

総 資 産

有 形 固 定 資 産

総 資 産

特 定 資 産

総 資 産

流 動 資 産

総 資 産

減価償却累計額( 図書を除く)

減価償却資産取得価額(図書を除く)

運 用 資 産 － 総 負 債

総 資 産

運 用 資 産 － 外 部 負 債

経 常 支 出

流 動 資 産

流 動 負 債

現 金 預 金

前 受 金

退 職 給 与 引 当 特 定 資 産

退 職 給 与 引 当 金

固 定 負 債

総 負 債 ＋ 純 資 産

流 動 負 債

総 負 債 ＋ 純 資 産

総 負 債

総 資 産

総 負 債

純 資 産

運 用 資 産

要 積 立 額

（注） １．寄付金＝教育活動収支の寄付金+特別収支の施設設備寄付金及び現物寄付　　２．補助金＝経常費等補助金+施設設備補助金　　３．運用資産＝特定資産＋有価証券（固定資産）＋有価証券（流動資産）＋現金預金　

４．外部負債＝借入金＋学校債＋未払金＋手形債務　　５．要積立額＝減価償却累計額(有形固定資産)＋退職給与引当金＋第２号基本金＋第３号基本金

（単位：％）

分類 内容

基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額

事 業 活 動 収 入

学 生 生 徒 等 納 付 金

経 常 収 入

寄 付 金

事 業 活 動 収 入

教 育 活 動 収 支 の 寄 付 金

経 常 収 入

補 助 金

事 業 活 動 収 入

経 常 費 等 補 助 金

経 常 収 入

人 件 費

経 常 収 入

教 育 研 究 経 費

経 常 収 入

管 理 経 費

経 常 収 入

借 入 金 等 利 息

経 常 収 入

基 本 金 組 入 額

事 業 活 動 収 入

減 価 償 却 額

経 常 支 出

人 件 費

学 生 生 徒 等 納 付 金

事 業 活 動 支 出

事 業 活 動 収 入 - 基 本 金 組 入 額

経 常 収 支 差 額

経 常 収 入

教 育 活 動 収 支 差 額

教 育 活 動 収 入 計

教 育 活 動 資 金 収 支 差 額

教 育 活 動 資 金 収 入 計

（注） １．寄付金＝教育活動収支の寄付金+特別収支の施設設備寄付金及び現物寄付　　２．補助金＝経常費等補助金+施設設備補助金　　３．運用資産＝特定資産＋有価証券（固定資産）＋有価証券（流動資産）＋現金預金　

４．外部負債＝借入金＋学校債＋未払金＋手形債務　　５．要積立額＝減価償却累計額＋退職給与引当金＋第２号基本金＋第３号基本金

△　高い値が良い　　　▼　低い値が良い　　　～　どちらともいえない　　　▲　やや高い【全国平均(医歯系法人除く)より5％上限の範囲内】　　　▼　やや低い【全国平均(医歯系法人除く)より5％下限の範囲内】

12.9 12.8 15.3▼ 13.0 × 16.4 ○ 14.6
活動
区分
比率

教育活動でｷｬｯ
ｼｭﾌﾛｰが生み出
せているか

1. 教育活動資金収支差額比率 △ 13.6

3.0 0.4 3.5 3.816. 教育活動収支差額比率 △ 4.5 〇 3.6 ○ 7.4 ○

○ 4.6 2.7 4.7 5.215. 経 常 収 支 差 額 比 率 △ 6.4 ○ 5.4 ○ 9.2

99.9 ○ 105.8 109.6 104.6 103.614. 基本金組入後収支比率 ▼ 106.6 〇 107.4 ▲

93.3 68.279.8 × 77.1 × 69.6 77.1

収入と支出のバ
ランスはとれてい
るか

13. 人 件 費 依 存 率 ▼ 83.7 ×

11.7 12.5 10.4 12.012. 減 価 償 却 額 比 率 ～ 11.3 ～ 10.6 ～ 11.1 ～

▼ 10.4 11.7 9.7 9.211. 基 本 金 組 入 率 △ 11.8 × 10.8 ▼ 9.7

0.1○ 0.1 ○ 0.1 0.1 0.110. 借 入 金 等 利 息 比 率 ▼ 0.1 ○ 0.1

○ 8.2 6.8 7.3 7.39. 管 理 経 費 比 率 ▼ 6.1 ○ 5.6 ○ 5.8

35.7〇 31.9 × 35.2 35.4 37.98. 教 育 研 究 経 費 比 率 △ 28.5 × 34.0

55.0 49.9 51.5× 54.9 ▲ 52.9 ▲ 51.8

支出構成は適切
であるか

7. 人 件 費 比 率 ▼ 58.8

13.9 19.2 14.6 13.26. 経 常 補 助 金 比 率 △ 19.5 ○ 23.1 ○ 23.8 ○

24.2 ○ 14.1 19.7 14.9 13.35. 補 助 金 比 率 △ 19.4 ○ 23.4 ○

1.2 1.80.3 × 0.2 × 1.6 0.74. 経 常 寄 付 金 比 率 △ 0.1 ×

0.6 × 0.5 × 2.3 0.83. 寄 付 金 比 率 △ 0.3 ×

74.4 71.3 53.5 75.570.2 ～ 68.7 ～ 68.6 ～

3.1 5.5 6.0

2.1 2.6

〇 4.3 × 9.8 〇 5.2

事
業
活
動
収
支
計
算
書
関
係
比
率

(

経
営
状
況

)

経営状況はどう
か

1. 事業活動収支差額比率 △ 6.0

収入構成はどう
なっているか

2. 学生生徒等納付金比率 ～

比　率 算　式（×１００）

△　高い値が良い　　　▼　低い値が良い　　　～　どちらともいえない　　　▲　やや高い【全国平均(医歯系法人除く)より5％上限の範囲内】　　　▼　やや低い【全国平均(医歯系法人除く)より5％下限の範囲内】

区　　　　　　　　　　　　　分
元年度 ２年度 ３年度

２年度全国平
均（医歯系法
人除く）

２年度全国平
均（ブロック別
(四国)）

２年度全国平
均（規模別3千
～5千人）

２年度全国平均
（系統別(理工他
複数学部)）

122.4 ○ 78.0 78.6 69.3 77.7
運用資産の保有
状況はどうか

20. 積 立 率 △ 127.8 ○ 123.8 ○

13.9○ 9.7 ○ 13.8 9.8 13.719. 負 債 比 率 ▼ 11.4 ○ 10.7

○ 12.1 8.9 12.1 12.218. 総 負 債 比 率 ▼ 10.2 ○ 9.7 ○ 8.8

5.3○ 3.0 ○ 5.3 3.4 5.417. 流 動 負 債 構 成 比 率 ▼ 3.5 ○ 3.3

〇 6.8 5.5 6.7 6.9

負債の割合はど
うか

16. 固 定 負 債 構 成 比 率 ▼ 6.7 ○ 6.4 〇 5.8

98.5 ○ 72.1 75.7 57.3 72.715. 退職給与引当特定資産保有率 △ 90.4 ○ 91.3 ○

451.5 361.3541.7 ○ 578.4 ○ 358.5 566.414. 前 受 金 保 有 率 △ 532.5 ○

256.6 374.2 300.4 255.513. 流 動 比 率 △ 327.0 ○ 337.2 ○ 379.8 ○

2.8 ○ 2.0 2.6 1.5 2.012.
運 用 資 産 余 裕 比 率
（ 単 位 ： 年 ）

△ 2.7 ○ 2.7 ○

26.0 26.632.2 ○ 33.9 ○ 26.4 34.4

負債に備える資
産が蓄積されて
いるか

11. 内 部 留 保 資 産 比 率 △ 31.0 ○

～ 53.2 57.5 55.0 53.010. 減 価 償 却 比 率 ～ 42.9 ～ 44.2 ～ 45.7

13.5× 11.3 ▼ 13.7 12.6 16.29. 流 動 資 産 構 成 比 率 △ 11.4 ▼ 11.1

○ 22.4 31.0 21.5 21.68. 特 定 資 産 構 成 比 率 △ 30.0 ○ 30.8 ○ 31.4

59.0○ 56.4 ○ 59.1 55.6 58.57. 有形固定資産構成比率 ▼ 57.6 ○ 57.1

▲ 86.3 87.4 83.8 86.588.6 ▲ 88.9 ▲ 88.7

91.2 90.4 88.6 91.35. 固 定 長 期 適 合 率 ▼ 91.8 ▲ 91.9 ▲ 91.4 ▲

97.3 〇 98.2 95.9 95.3 98.5長期資金で固定
資産は賄われて
いるか

4. 固 定 比 率 ▼ 98.7 〇 98.4 〇

97.496.2 ▼ 96.8 ▼ 97.2 97.63. 基 本 金 比 率 △ 95.6 ▼

2.5 ○ 2.5 ○ ▲ 15.3 ▲ 15.82. 繰越収支差額構成比率 △ 3.4 ○

87.9 87.8

▲ 20.5 ▲ 15.7

97.7

○ 90.3 ○ 91.2 ○ 87.9

貸
借
対
照
表
関
係
比
率

(

財
務
状
況

)

自己資金は充実
されているか

1. 純 資 産 構 成 比 率 △ 89.8

資産構成はどう
なっているか

6. 固 定 資 産 構 成 比 率 ▼

算　式（×１００）

区　　　　　　　　　　　　　分
元年度 ２年度 ３年度

２年度全国平
均（医歯系法
人除く）

２年度全国平
均（ブロック別
(四国)）

２年度全国平
均（規模別3千
～5千人）

２年度全国平均
（系統別(理工他
複数学部)）比　率

91.1

④ 財務比率の経年比較 
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　日本私立学校振興・共済事業団 311,080

　合　　　　計

借入金の使途

校舎の増築、改築及び耐震補強等工事資金

　(単位:千円)

983,920

年　0.500% 令和17年9月15日 校舎の増築、改築及び耐震補強等工事資金

期末残高 利　　　　　率借　　入　　先

　　　　　　　令和　4  年　3  月　31 日　現在

返済期限

令和10年2月10日

年　0.380%

年　0.190%

令和9年3月10日

年　0.150% 令和11年2月10日

　民間金融機関 672,840

区　　　分

　特別寄付金

　一般寄付金

　現物寄付 4,482 12,363 7,949

令和３年度令和２年度令和元年度平成30年度平成29年度

0

12,057

11,720 17,651

10,68911,4766,7985,2887,238

000

寄　付　金　計

17,111

14,747 28,587 23,511

　(単位:千円)

765

（２）その他 

 

① 有価証券の状況 

 

② 借入金の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 寄付金の状況 

 

 

 

 

 

　①総括表

　時価が貸借対照表計上額を超えるもの

　　　《うち満期保有目的の債券》

　時価が貸借対照表計上額を超えないもの

　　　《うち満期保有目的の債券》

　　　《うち満期保有目的の債券》

　　　　　　時価のない有価証券

　②明細表

　債　　　券

　株　　　式

　投資信託

　貸付信託

　そ の 他

　　　　　時価のない有価証券

　(単位:千円)

種　　　類

225,218

有価証券　合計 7,033,312

合　　　　　計

0 0 0

6,808,094 7,439,162 631,068

0 0 0

0 0 0

6,808,094 7,439,162 631,068

0 0 0

有価証券　合計

当年度　(令和4年3月31日)

当年度　(令和4年3月31日)

貸借対照表計上額 時　　　　価 差　　　　額

《0》

△ 93,142

《0》

631,068

《0》

合　　　　　計

7,033,312

《0》

1,510,417

《0》

7,439,162

《0》

《0》

1,603,559

《0》

6,808,094

《0》

225,218

　(単位:千円)

貸借対照表計上額 時　　　　価 差　　　　額

5,204,535 5,928,745 724,210
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区　　　分

　国庫補助金

　地方公共団体補助金

　その他補助金(施設型給付費)

　(単位:千円)

補　　助　　金　　計

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

632,967

16,987

957,628

57,564

690,049

44,585

204,720

939,354

880,638

56,346

229,623

1,166,607

229,861

1,245,053

722,502

26,794

191,342

940,638

186,977

836,931

流　動　資　産 流　動　負　債

　　現　金　預　金 　　未　払　法　人　税　等

固　定　資　産 固　定　負　債

　　有形固定資産 　　預　り　敷　金

　　　　土　　　地 　　負　　債　　合　　計

元　入　金

利　益　剰　余　金

　　繰越利益剰余金

　　　　純　資　産　合　計

Ⅰ　営業収益

　　　　　土地賃貸借料

Ⅱ　営業費用

　　　　　租税公課

　　　　　営業利益

　　　　　学校法人会計繰入前利益

　　　　　学校法人会計繰入支出

　　税引前当期純利益

　　法人税、住民税及び事業税

　　当　期　純　利　益

　　　　　　　　　　　　　　収　益　事　業　会　計　決　算　書

令和　４　年　３　月　31日　現在

貸　　借　　対　　照　　表　

資　産　の　部 金　　　　額 負　債　の　部 金　　　　額

　(単位:千円)

4,163

4,163

50,397

50,397

50,397

60

60

4,049

4,049

4,109

純　資　産　の　部 金　　　　額

資産合計 負債・純資産合計

50,398

53

53

50,451

54,560

損　　益　　計　　算　　書　

令和　３　年　４　月　 １日　から

令和　４　年　３　月　31日　まで

　(単位:千円)

科　　　　　　目 金　　　　　　額

2,025

393

1,571

61

54,560

60

1

1,632

1,632

　　　　　　　　　収　益　事　業　会　計　決　算　書

④ 補助金の状況 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 収益事業の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

当法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況

　名　　　　　　　　　　称 　四国開発株式会社

　事　　業　　内　　容 　土地建物建設及び土地建物売買業・不動産賃貸業・左に付帯する一切の事業

　資　　　　本　　　　金 円 1,000 株

　学校法人の出資状況 円 1,000 株 総株式等に占める割合  100%

(単位:円)

(単位:円)

  保　証　債　務 該　当　な　し

10,000,000

　学校法人との資金、取引等の

　状　　　況

224,718,000当該会社への出資金等

当該会社への支払額

224,718,000

12,289,200

期末残高

224,718,000 0 0

　当期中に学校法人が受け入れた

　配当及び寄附の金額並びに 賃借料

期首残額 資金支出等 資金収入等

⑥ 関連当事者等との取引の状況 
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（３）経営状況の分析、経営上の成果と課題、今後の方針・対応方策 

 

① 経営状況の分析 

  学校法人四国大学は、平成 23年度を改革元年と位置づけ、５カ年にわたる「大学改革ビジョン

2011」を策定して学園が将来に向かって発展・充実するための大学改革に全組織を挙げて取り組

んできた。平成 28 年度には新たに第２期中期計画である「大学改革ビジョン 2017」を策定し、

令和３年度も当該計画に基づき、教育改革及び財政健全化などの各取組を推進した。こうした取

組を通じて本法人が設置する四国大学、四国大学短期大学部は地域社会から高い評価を得ており、

18歳人口減少期にあっても近年学生数は着実に増加し、また外部資金獲得方策に基づく取組を通

じて補助金収入も増加傾向にある。（下表参照） 

 

 

 

  令和３年度は、収入増加とあわせて人件費及び経費支出の抑制に係る諸施策により、事業活動

収支計算書における教育活動収支差額、経常収支差額及び当年度収支差額は、いずれもプラスで

あり、借入金等の負債が少ないことから純資産構成比率は 91.2％と自己財源も充実し、健全な財

政状態となっている。 

② 経営上の成果と課題 

  平成 23 年度から取り組んでいる大学改革により、本法人では、大学全体の学生確保や教育改

革、就職率の向上、認定こども園における保育・教育活動の充実と園児確保などの成果を得てお

り、収入も着実に増加している。しかしながら、18歳人口の減少により令和３年度入試から志願

者数に減少傾向がみられるとともに、新型コロナウイルスに係る感染防止対策やキャンパスの情

報化推進等さらなる経費増が見込まれていることから、今後経常収支差額の悪化が懸念されてい

るところであり、こうした財政課題解決のための対応が求められている。 
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③ 今後の方針・対応方策 

  これらの財政課題を解決し、学園が将来に亘って発展するためにも、本法人では引き続き財源

確保と支出抑制に努め、安定的で健全な財政基盤の確立を目指す。そのため、今後の四国大学の

あり方、充実・発展に向けた長期的・戦略的な取組を検討・実施するとともに、大学改革ビジョ

ンで取り組んでいる高大接続（新入試）、大学ブランドの確立、教育研究活動の充実、事務の効率

化や DX推進計画に基づくキャンパスの DX化、職員の働き方改革も含めた事務組織の抜本的な見

直し、同窓会・父母会・後援会そして地域など、大学を支える人・組織に対する一元的対応など

についても、取組を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


